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○審査事件等 

審 査 事 件 等 所 管 課 

議案第６８号 平成２５年度薩摩川内市入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計予算 入 来 区 画 整 理 推 進 室

議案第５９号 平成２５年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

議案第５２号 薩摩川内市準景観地区条例の制定について 都 市 計 画 課

議案第５３号 薩摩川内市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第６７号 平成２５年度薩摩川内市川内駅周辺地区土地区画整理事業特別会計予算 

議案第６９号 平成２５年度薩摩川内市川内駅周辺地区土地区画整理事業清算事務特別会

計予算 

議案第５９号 平成２５年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

議案第６６号 平成２５年度薩摩川内市天辰第一地区土地区画整理事業特別会計予算 天 辰 区 画 整 理 推 進 室

議案第５９号 平成２５年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

議案第５４号 薩摩川内市営住宅等の整備基準を定める条例の制定について 建 築 住 宅 課

議案第５５号 薩摩川内市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第５６号 薩摩川内市一般住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第５９号 平成２５年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

議案第５９号 平成２５年度薩摩川内市一般会計予算 用 地 課

（所管事務調査） 
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   △開  会 

○委員長（福田俊一郎）ただいまから、昨日に

引き続き建設水道委員会を開会いたします。 

 昨日の委員会より、全文筆記で会議録を作成す

ることになっておりますので、そのことに留意し

て発言されますようにお願いをいたします。 

 本日の委員会は、審査日程に基づき、入来区画

整理推進室から審査を行います。 

 ここで、傍聴の取り扱いについて申し上げます。 

 現在のところ、傍聴の申し出はありませんが、

会議の途中で傍聴の申し出がある場合は、委員長

において随時許可をいたします。 

────────────── 

   △入来区画整理推進室の審査 

○委員長（福田俊一郎）それでは、入来区画整

理推進室の審査に入ります。 

────────────── 

   △建設部長の概要説明 

○委員長（福田俊一郎）まず、当初予算の審査

に先立ち、建設部長に概要説明を求めます。 

○建設部長（石澤一美）おはようございます。 

 きょうも、昨日に引き続きまして建設部関係の

御審議、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、平成２５年度の入来温泉場地区土地

区画整理事業について、御説明をさせていただき

ます。 

 平成２５年度につきましては、これまで同様、

宅地の造成や道路築造、建物等の移転補償を行っ

てまいります。 

 特に、温泉施設整備地区周辺の建物等の移転補

償や、施設整備予定地等、宅地の造成、道路の築

造等を重点的に進めていくこととしております。 

 簡単ですが、以上で説明を終わらせていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

────────────── 

   △議案第６８号 平成２５年度薩摩川内市

入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計

予算 

○委員長（福田俊一郎）それでは、議案第

６８号平成２５年度薩摩川内市入来温泉場地区土

地区画整理事業特別会計予算を議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○入来区画整理推進室長（川畑 稔）入来区

画でございます。よろしくお願いします。 

 議案第６８号平成２５年度薩摩川内市入来温泉

場地区土地区画整理事業特別会計予算について、

御説明申し上げます。 

 予算内容につきましては、歳出のほうから御説

明申し上げますので、予算調書の２９７ページを

お開きください。 

 １款１項１目入来温泉場地区土地区画整理事業

費は、土地区画整理事業に係る経費であり、４億

５５７万７，０００円を計上しております。 

 経費の主な内容は、一般職４人分の給与費及び

建物等補償業務、建築士業務嘱託員の報酬ほか、

事業実施に伴う建物等調査業務委託等を５００万

円、道路築造工事ほか、建物等移転工事の造成工

事に１億３，０５７万３，０００円、職員厚生会

負担金として３万２，０００円、建物等移転補償

費に２億３，５００万円を計上しております。 

 次に、同じく２９７ページの下の欄でございま

す。 

 ２款１項１目長期債償還元金は、入来温泉場地

区土地区画整理事業で借り入れた長期債の償還元

金に係る経費であり、１億６２５万９，０００円

を計上しております。 

 次に、２９８ページをお開きください。 

 ２款１項２目長期債償還利子は、入来温泉場地

区土地区画整理事業で借り入れた長期債の償還利

子であり、１，００９万４，０００円を計上して

おります。 

 次に、歳入について御説明申し上げます。 

 予算調書の２９６ページをお開きください。 

 １番目の１款１項１目事業収入５００万円は、

保留地処分金を計上しております。 

 ２ 番 目 の ３ 款 １ 項 １ 目 国 庫 補 助 金 １ 億

４，４１０万円は、土地区画整理事業費補助金で、

事業に充当される補助率は５５％であります。 

 ３番目の４款１項１目一般会計繰入金２億

６，０８０万円は、国庫補助金及び市債の充当額

を除いた入来温泉場土地区画整理事業費並びに長

期債の償還元金及び利子に充当する一般会計から

の繰入金であります。 

 ４番目の７款１項１目土地区画整理事業債１億

１，２００万円は、国庫補助事業に係る合併特例

債であり、充当率は９５％であります。 

 ５番目の８款１項１目土木使用料３万円は、電

柱等の道路占用等に伴う行政財産使用料として収

入するものであります。 

 次に、地方債について御説明いたします。 
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 予算書・予算に関する説明書の３１５ページを

お開きください。 

 第２表、地方債では、当該土地区画整理事業に

伴い合併特例事業債を借り入れることから、地方

債の限度額、起債の方法、利率、償還の方法につ

いて、表に記載のとおり定めるものであります。 

 以上で説明を終わりますが、平成２５年度の事

業概要について、図面にて説明をさせてもらいた

いんですが、よろしいでしょうか。 

○委員長（福田俊一郎）はい、どうぞ。 

○入来区画整理推進室長（川畑 稔）図面に

つきましては、委員会資料の８ページをごらんく

ださい。 

 それでは、平成２５年度の入来温泉場地区の事

業概要を説明させていただきたいと思います。 

 ２５年度は、新公衆浴場建設のための造成工事

がメーンでございまして、先ほど部長が説明しま

したとおり、道路築造工事並びに造成工事をメー

ンとして進めているところでございます。 

 現在の進捗状況でございますが、平成２５年度

２月現在で、事業費６６億円に対しまして実施事

業費が４２億円、約６３．６％でございます。 

 建物移転につきましては、総戸数１９５戸に対

しまして１４１戸、７２．３％完成しております。 

 それでは、概要を説明させていただきます。 

 現在、アゼロ湯を解体中でございますが、まず

解体後に柴垣湯の周辺の排水対策としまして、

３月２３日に入札を予定しておりますが、排水路

工事をまず行いたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

 その後、４月から１０月にかけまして、６－

１０号、道路築造工事と書いてあるところなんで

すが、この部分の土砂を温泉施設周辺のところに

搬出するということと、あと地区外に２万

８，０００立米程度の仮置きをしております。そ

の分の土砂も活用しながら、温泉施設の周辺に搬

出して、ある程度の造成を行うというような形を

考えております。 

 それから、同じく仮駐車場周辺の整備を８月か

ら１月の予定で計画を進めているところでござい

ます。 

 それから、メーンのボックスカルバートが、現

在、２メートル３０角で入っているわけですが、

これの分湯、既設の水路の切りかえを行うという

ことで、それにつきましては、梅雨が上がった後

の８月ごろから来年の１月にかけて造成を進める

ということで、並行作業で本町通り線と工事を発

注していきたいというような形で考えております。 

 本町通り線につきましては、ある程度でき上が

った段階で、１０月から３月までかけて整備を進

めていくというような形で考えているところでご

ざいます。 

 工区につきましては、大体、今考えているとこ

ろでは、排水路工事が済みました後、４工区程度

で進めていくような形をとろうかというふうに考

えているところでございます。 

 それから、あと補償費１，３００万円につきま

しては、この周辺の温泉管の仮設並びに水道工事

等の補償を行う予定と、あと建物補償につきまし

ては、１件、本年度、ホテルふちさきを現在の段

階では補償しようということで計画を進めている

ところでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜り

ますようお願い申し上げます。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（上野一誠）確認ですが、質問も含めて

ですけれども、水道局で、さきの審査の中で、い

よいよ温泉施設の実施設計等の予算が組まれてい

ます。 

 基本的には、この面的整備が終わらないと、そ

れに実行できないということですので、今、室長

のほうからるる本年度の説明を受けました。 

 そうすると、間違いなく２５年度に面的整備は

準備できるというふうに理解していいですか。 

○入来区画整理推進室長（川畑 稔）現時点

では、国の内示が４月に来ますので、現時点の要

望額が決定が可能であれば、来年の３月までに完

成をする形で進めていきたいということでこちら

は事業計画を進めているところでございます。 

 また、造成計画等につきましても、既に積算も

ある程度終わらせておきまして、この工程に基づ

いて事業を進めていくというような形をとらせて

いただいているところでございます。 

 以上です。 

○委員（上野一誠）現時点では、というのが、

非常に不安定要素に聞こえるんですけれども、正

直言って、これはいろいろ地域説明では、２４年

度にはもう完成をしているという状況でしたので、
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非常におくれおくれになって、計画の進捗性、計

画性のあり方が、財政問題も若干はありましたけ

れども、そういう意味では、ぜひひとつ区画整理

だけの問題ではないので、ぜひそういうところは

十分努力をまずお願いしたいということです。 

 そ れ と 、 も う １ 点 、 今 度 、 補 正 予 算 で

８，０００万円の繰り越しをされましたよね。繰

越明許をされましたので、今の室内の職員のかか

わりから言って、年間を通して、若干、昨年度と

すると事業費も落ちているんですが、十分取り組

みとしてはこなしていける状況にあるのかないの

か。 

 繰り越しを含めた形ですると、その分、職員が

それにも携わらないかんとなると、果たしてそう

いう行為からすると、本当に年間を通した予算執

行ができるか、それはどうですか。 

○入来区画整理推進室長（川畑 稔）２５年

度につきましては、建物補償は、２４年度とする

と件数が少ないので、可能だと思います。 

 ただ、工事につきまして、もう既にある程度積

算をしておりますので、発注体制をするというこ

とで、今の職員で対応は可能かというふうに考え

ています。 

○委員（上野一誠）前回も約１億５，０００万

円の繰り越しがいろいろ委員会でありまして、今

回、８，０００万円ということになると、非常に

懸念をしているので、室長が言うように、そうい

うことのないようにしっかりやっていただきたい

と思います。 

 それと、本町通り線が主体的に整備をされます

ので、ここらのやっぱり温泉の交通の便、今、取

り壊しが始まっているんですが、ここらあたりは、

温泉に来られる方についての迷惑というか、なら

んようにしてほしいんですが、工事が始まると、

やっぱりそうは言っていられないところもあるの

で、そこらあたりはどうですかね。 

○入来区画整理推進室長（川畑 稔）工事に

対しての温泉客とのトラブルはできるだけ起こら

ないような形で、各工事を発注した段階で、現場

のほうと協議をしながら進めていくということと、

仮の通路とか、そういうのもちょっと私らのほう

も検討しておりますので、そういうようなトラブ

ルはできるだけ避けるような形で協議を進めてい

きたいというふうに考えております。 

○委員（上野一誠）ぜひひとつ配慮していただ

きたいと思います。 

 それと、これから盛り土を相当しなければいけ

ませんよね。一応、民間の土地を借りて２万

８，０００立米だというふうに、今、説明でした

ので、今のこの残土というか、これは川内川の河

川のそれを使ってためられた土地だというふうに

思いますが、十分、この量で足りるんですかね。

後々、ずっと柴垣のほうまで積んでいかないかん

ので、総体的に残土というか、土の問題はどんな

ふうに理解しておけばいいですか。 

○入来区画整理推進室長（川畑 稔）土につ

きましては、現段階での２万８，０００立米につ

きましては、それではまだ不足ということで、今

後また、現在２万８，０００立米仮置き場にある

分につきましては、本年度、ある程度処分したい

というような形で考えております。 

 また、今後、足りない分につきましては、各課

並びに県とも協議しまして、捨土があるというよ

うな箇所があれば、その辺も流用するというふう

な方法もありますので、年次計画を立てながら活

用するというような形をとらせていただこうかと

いうふうに考えているところでございます。 

○委員（上野一誠）総体で何立米これは見込ん

でいるの、必要残土というのは。 

○入来区画整理推進室長（川畑 稔）今ちょ

っと資料がないんですが、８万立米程度は必要か

というふうに試算しております。 

○委員（上野一誠）後々、この８万立米を、今、

仮に３万立米ぐらいあったとして、５万立米の土

地を持ってくるということは、そんな簡単にでき

るんですか。事業進捗と大きくかかわるという懸

念から質問するんですが、そこはどうですか。 

○建設部長（石澤一美）今ほど盛り土に必要な

５万立米ぐらいのめどはどうかというお話でござ

います。 

 今、県とか国も含めて、こういった廃土が出る

ものの流用について検討する組織がございます。

その中で、年度の初めに会議でそういった情報を

持ち寄って調整をやるようになっております。 

 また、この入来温泉場の区画整理事業に必要な

盛り土ですけれども、河川事務所が、今、河川の

工事に着手しておりまして、大小路のほうに入っ

ているんですけれども、堤防の整備後３年経過し

たら、土自体は掘削するようになっております。 

 天大橋の付近につきましては、もうかなり前に
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築堤しておりますので、旧堤の撤去というのは可

能だというふうに考えていますので、そこあたり

の活用ができないのかというのは、今後、協議を

やっていきたいというふうに考えております。 

   △議案第５９号 平成２５年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（福田俊一郎）次に、審査を一時中止

してありました議案第５９号平成２５年度薩摩川

内市一般会計予算を議題といたします。 ○委員（上野一誠）意見・要望ですけれども、

とりあえず温泉センターの埋め立て部分について

は、何とか処理できるというふうに理解ができる

んですね。 

 当局の補足説明を求めます。 

○入来区画整理推進室長（川畑 稔）議案第

５９号平成２５年度薩摩川内市一般会計予算のう

ち、入来区画整理推進室にかかわる一般会計予算

の歳出について御説明申し上げます。 

 ですから、後々、いずれにしても、今、３メー

トル近く上げなきゃいかんので、そうしたときに、

やっぱり盛り土が用意できなかったため事業費が

こうだということのないように、十分、施工計画

に伴った盛り土の確保というのはしていただきた

いと思います。 

 予算調書の２００ページをお開きください。 

 ８款５項３目土地区画整理総務費であります。

説明欄をごらんください。 

 入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計に対

する繰出金に係る経費であり、事業費は２億

６，０８０万円を計上しております。 

 それから、民間を借りての盛り土を確保してい

る場所についても、十分、誠意を持った対応をし

ていただきたいというふうに思います。やっぱり

せっかく借りている人が嫌な思いをせんように、

ひとつそのこともお願いしておきます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜り

ますようお願い申し上げます。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。  あとは、年間を通して十分頑張っていただいて

いると思うんですが、ほかの事業とうまくやって

いけるように連携を図っていただいて事業を進め

ていただきたいというふうに、意見・要望として

お願いしておきます。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 委員外議員の質疑はありませんか。 

○委員長（福田俊一郎）意見・要望であります。 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。  ほかにございませんか。 

 ここで、議案第５９号一般会計予算の審査を一

時中止します。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 ────────────── 

 次に、委員外議員の質疑はございませんか。よ

ろしいですか。 

   △所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次に、所管事務調査に

入ります。 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。  当局からの報告はありませんか。 

○入来区画整理推進室長（川畑 稔）特にご

ざいません。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

○委員長（福田俊一郎）これより、所管事務に

関して質疑に入ります。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。  御質疑願います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。  以上で、入来区画整理推進室を終わります。 

 御苦労さまでした。 ────────────── 
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────────────── 

   △都市計画課の審査 

○委員長（福田俊一郎）次に、都市計画課の審

査に入ります。 

────────────── 

   △議案第５２号 薩摩川内市準景観地区条

例の制定について 

○委員長（福田俊一郎）まず、議案第５２号薩

摩川内市準景観地区条例の制定についてを議題と

いたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○都市計画課長（山下 裕）都市計画課でござ

います。よろしくお願いいたします。 

 議案第５２号につきまして御説明申し上げます。 

 議案つづりその３、５２－１ページをお開きく

ださい。 

 議案第５２号薩摩川内市準景観地区条例の制定

についてでございます。 

 提案理由につきましては、さきの本議会でも御

説明いたしましたので、省略させていただきます。 

 次の５２－２ページから５２－１１ページまで

が条例本文となっておりまして、５２－１２ペー

ジから５２－１９ページまでが施行規則（案）と

なっておりますので、あわせて御参照いただけれ

ばと思っております。 

 議会資料のほうで内容を説明させていただきま

すので、議会資料の５ページをお開きください。 

 １の制定の趣旨でございます。 

 平成２１年４月から施行しております薩摩川内

市景観条例及び薩摩川内市ふるさと景観計画にお

きまして、景観提案制度を設けております。 

 現在、景観啓発地区として指定されております

長目の浜周辺地区におきまして、地区住民の意識

醸成が図られたことを契機として、準景観地区指

定提案書が地元、上甑地区コミュニティ協議会よ

り、平成２４年１１月に市長宛に提出されており

ます。 

 これに伴いまして、長目の浜周辺地区を準景観

地区に指定しまして、建築物の建築、それから工

作物の建設等及び開発行為等に関しての基準を策

定し、市長による認定・許可制度を設けるために、

新たに条例を制定するものでございます。 

 続きまして、２の規制の内容でございますけれ

ども、（１）のところで、準景観地区内における

建築物等の規制ということで、アからオまで記載

しております。 

 アの建築物及び工作物の形態意匠等に係る規制

でございますけれども、条例の別表２におきまし

て、建築物の外壁、屋根の色彩、建築設備などの

景観への配慮事項について、規制等の内容を規定

しております。 

 また、別表の３におきましては、柱、物見塔、

擁壁など、工作物の高さ制限、景観への配慮事項

について、規制等の内容を規定しております。 

 続きまして、イの建築物及び工作物の計画に関

する認定制度でございますけれども、条例第８条

におきまして、今、アのところで申しました、建

築物及び工作物の形態意匠等が規定に適合するも

のかどうか、市長に申請しまして、市長の認定が

必要となることとしております。 

 次に、ウの開発行為等に関する規制でございま

すけれども、条例の別表１におきまして、対象と

なる開発行為の面積、開発行為を行う際の切り

土・盛り土の高さ制限、それから景観への配慮事

項等についての規制等の内容を規定しております。 

 次に、エの開発行為等の計画に関する許可制度

でございますが、条例第１２条におきまして、ウ

のところで申しました、開発行為等が規定に適合

するものかどうか、市長に申請し、市長の許可が

必要となることとしております。 

 それから、オの罰則規定でございますが、本条

例は、長目の浜の景観を守るということを目的と

しておりますので、これを担保するため、罰則規

定を設けることを記載しております。 

 内容につきましては、鹿児島地方検察庁との協

議を行いまして、了解も得ているところでござい

ます。 

 続きまして、（２）の施行期日につきましては、

平成２５年７月１日としております。 

 これにつきましては、３月議会で議決が得られ

ましたら、公布のあと、４月から６月の間で、住

民、建設業協会等への周知を図るため、住民説明

会を開催しまして、平成２５年７月１日付での準

景観地区条例の施行及び長目の浜を準景観地区と

して指定公告を行うこととしております。 

 なお、５ページの下に、参考ということで記載

しておりますけれども、準景観地区と言いますの

は、景観区域に準ずるというものではございませ

んで、準景観地区につきましては、都市計画区域

外において、景観の保全を図るために市町村が指

－7－ 



定する区域でありまして、また景観地区につきま

しては、都市計画区域内において、市街地の良好

な景観の形成を図るために、都市計画に定めるこ

とができるものと、それぞれ景観法に定義されて

いるものでございます。 

 意味はわかりますかね。何かあったら。 

○都市計画課長（山下 裕）説明会につきまし

ては、まず選定する前に、上甑地区コミ、それか

ら関係自治会への説明会を行っておりまして、そ

れからまた今後、議決が得られましたら、３カ月

間という周知期間をとっておりますので、その中

で細かく説明してまいりたいと考えております。 

 議案第５２号の説明につきましては、以上でご

ざいます。よろしく御審議賜りますようお願い申

し上げます。 ○委員長（福田俊一郎）ほかにございませんか。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

○委員（小田原勇次郎）１点だけ、委員の共通

認識を図るという意味も含めて、ちょっと確認を

させてください。  御質疑願います。 

○委員（上野一誠）この議案についてどうこう

ではないんですけれども、この景観地区条例を制

定するに当たって、事前に審議会の意見も求める

というふうになっているというふうに思います。

その方々の御意見というのは何かありましたかね。 

 都市計画区域外で、この準景観地区条例という

のは適用される条例なんですが、この条例につき

ましては、あくまでも地域住民の理解を得られた

長目の浜に限定する、この別表１・２・３の規制

であるという認識であるという部分の確認が１点

と、ほかに都市計画区域外のよその地域から、も

しうちも準景観区域として規制をかけてくれとい

うような合意形成が図られて、もし規制を図ると

なった場合は、この条例にまた違う、要するに地

区ごとの、これはあくまでも別表に今回提案され

たのは、長目の浜に限定された規制であるという

部分なので、ほかに新たな区域がもし提案があっ

た場合は、新たな規制という形で設定されるとい

う認識でいいのかどうかの確認だけさせてくださ

い。 

○都市計画課長（山下 裕）景観審議会のほう

では既に了解はいただいておりまして、その中の

意見としましては、上甑地区コミの会長も委員と

して入っていただいているんですが、特に地元と

しての反対はないと。 

 何か開発が始まってから慌てるよりも、あらか

じめこういう規制をつくっておいて制限をかけて

おいたほうがいいんじゃないかという意見はいた

だいています。 

 それから、あと区域の選定につきましては、鹿

児島大学の先生のほうからは、ちょっと範囲とし

て狭いような気がするけれども、景観のコント

ロールをするという意味では、おおむね妥当な範

囲じゃないかということで回答はいただいている

ところでございます。 

○都市計画課長（山下 裕）今回制定する条例

につきましては、長目の浜に限定した条例になっ

ております。長目の浜の景観に合わせた別表１・

２・３ということで制定しております。 

 今後、景観啓発地区ということで、入来伝建地

区であったり、藺牟田池であったりございますけ

れども、そういったところで、また景観地区に指

定していただきたいという地元から要請がありま

したら、その条例の別表１・２・３を、その地域

に合った別表を追加するような形で条例を改正し

ていきたいというふうに考えております。 

○委員（上野一誠）一応、これは意見・要望で

すけれども。いろいろ都市計画区域の変更とか、

いろんなそういうのも含めてですけれども、やっ

ぱり結果的には、地域の人たちがこの一つの景観

条例をつくることによって、やっぱりどういうふ

うに変わってくるのかということを十分理解して

いただくということも大事で、きょうの会長も、

含めて、そういう御意見ですので、やっぱり住民

説明会は十分多くの方が御参加をいただけるよう

な、やっぱりそういう周知のあり方とか、そうい

うことを努力をしていただくことが、よりこうい

う景観があるんだなというのがわかってもらえる、

そういうように思いますので、その辺は少し御尽

力いただきたいと思います。 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。  清算金につきましては、従前の宅地、それから

割り当てられた換地の評価額の差額を清算するも

のでございまして、具体的には、従前の宅地の評

価額より換地後の評価額のほうが高い場合には、

その差額を清算金として徴収しまして、換地の評

価額のほうが低いときには、清算金を交付すると

いうものでございます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。  議案第５３号の説明については、以上でござい

ます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上

げます。 

────────────── 

   △議案第５３号 薩摩川内市特別会計条例

の一部を改正する条例の制定について ○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 ○委員長（福田俊一郎）次に、議案第５３号薩

摩川内市特別会計条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題といたします。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。  当局の補足説明を求めます。 

○都市計画課長（山下 裕）議案第５３号につ

きまして御説明申し上げます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。  議会資料のほうで内容を説明させていただきま

すので、議会資料の６ページをお開きください。  これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。  議案第５３号薩摩川内市特別会計条例の一部を

改正する条例の制定についてでございます。 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。  １の改正の趣旨でございます。 

 これより、採決を行います。  川内駅周辺地区土地区画整理事業につきまして

は、現在、換地計画の認可に向けた作業を行って

おりまして、全ての換地を確定させる換地処分の

通知を平成２５年１０月に予定しております。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。  換地処分の県知事公告の翌日をもちまして、換

地計画で定めた清算金が確定し、速やかに清算金

処理を実施していくことになりますけれども、清

算金の徴収及び交付の清算事務に係る歳入歳出に

つきましては、一般会計と区分して経理する必要

がございますので、新たに清算事務特別会計を設

置するものでございます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

────────────── 

   △建設部長の概要説明 

○委員長（福田俊一郎）次に、当初予算の審査

に入ります。 

 まず、建設部長に概要説明を求めます。  ２の改正の内容でございますけれども、薩摩川

内市特別会計条例第２条第１項に、第１０号とし

て、川内駅周辺地区土地区画整理事業清算事務会

計を加えるものでございます。 

○建設部長（石澤一美）それでは、都市計画課

分につきまして御説明いたします。 

 平成２５年度につきましては、引き続き都市計

画区域の見直しに取り組んでまいりますとともに、

新規事業として、国道３号御陵下地区の電線等の

地中化工事に合わせ、バス停上屋、あるいはベン

チ等の設置工事を進めますとともに、甑島航路の

発着所新設や消防庁舎移転等に伴います公共サイ

ン、これは案内表示板でございますけれども、こ

の設置についても進めてまいります。 

 ３の施行期日でございますが、附則により、平

成２５年４月１日からとしております。 

 ５ページ下に「参考」として、「清算金処理と

は」ということで記載しておりますが、土地区画

整理事業におきまして、施行後の宅地を従前評価

と過不足なく換地することが技術的に困難でござ

いまして、換地相互間には不均衡が生じます。こ

の不均衡を是正するためのものでございます。  また、川内川市街部改修に合わせて進めており
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ます中郷五代線の用地取得等にも取り組んでまい

ります。 

 ３款１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金は、

予算額２億９，９０８万円で、事業費及び長期債

償還元金及び利子に充当する一般会計からの繰入

金でございます。 

 川内駅周辺地区土地区画整理事業につきまして

は、事業の終盤になっておりますことから、残さ

れた道路築造等の工事とともに、換地処分の手続

を進め、あわせて川内駅周辺地区土地区画整理事

業清算事務特別会計を設置し、換地に関する清算

事務を進めていくこととしているところでござい

ます。 

 なお、平成１５年度から土地区画整理法に基づ

き実施しております川内駅周辺地区土地区画整理

事業の工事関係は、平成２５年度末で全て完了す

る予定でございまして、残る換地処分に係る清算

事務につきましては、この後、議案第６９号で説

明いたします、平成２５年度から新たに設置する

同事業清算事務特別会計で処理していくこととし

ております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いしま

す。 

────────────── 

   △議案第６７号 平成２５年度薩摩川内市

川内駅周辺地区土地区画整理事業特別会計

予算 

 以上で、議案第６７号平成２５年度薩摩川内市

川内駅周辺地区土地区画整理事業特別会計予算の

説明を終わります。よろしく御審議賜りますよう

お願い申し上げます。 ○委員長（福田俊一郎）それでは、議案第

６７号平成２５年度薩摩川内市川内駅周辺地区土

地区画整理事業特別会計予算を議題といたします。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。  当局の補足説明を求めます。 

○都市計画課長（山下 裕）議案第６７号平成

２５年度薩摩川内市川内駅周辺地区土地区画整理

事業特別会計予算について御説明申し上げます。 

○委員（上野一誠）区画整理の三つの区画整理

は全て事業完了に伴って清算事務行為をやるとい

うことになって、いち早く、川内駅周辺のこれが

２５年度で終わると。それに伴っての、さきのい

ろいろ５３号の位置づけで実行するということで

理解していますけれども、要するに事業をスター

トして、大分早くいろいろ補償とか、いろんなそ

ういう一つの減歩率とかを含めて、いろんなのが

あると思うんですが、その中で清算金の理解とい

うのを関係者の皆さんがやっぱり理解を持ってい

らっしゃらないといけないと思うんですね、いろ

いろな徴収のかかわりも含めると。 

 初めに、歳出について御説明いたしますので、

予算調書の２９４ページをお開きください。 

 事項、川内駅周辺地区土地区画整理事業費は、

川内駅周辺地区土地区画整理事業に係る経費でご

ざいます。事業費は３，３６４万８，０００円で

ございます。 

 経費の主なものは、一般職３人分の職員給与費

等のほか、区画道路等整備に係る道路築造工事請

負費９００万円、占用物移設等に係る補償金

８０万円が主なものでございます。  そこらあたりは、川内駅周辺がどういうふうに

具体的になっているのかちょっとわかりませんが、

やっぱりその関係者の皆さんに対する、この清算

事務をやるに当たっての理解を求めていく、説明

を求めていくことは、大変重要だというふうに思

います。 

 次に、同じページの下の部分でございますが、

事項、長期債償還元金は、川内駅周辺地区土地区

画整理事業で借り入れた長期債の償還元金に係る

経 費 で あ り 、 事 業 費 は ２ 億 ４ ， ９ ５ ５ 万

９，０００円でございます。 

 次に、２９５ページをお開きください。  そういう意味からすると、その考え方を、具体

的にこれを執行するに当たっての考え方を少し教

えてください。 

 事項、長期債償還利子は、川内駅周辺地区土地

区画整理事業で借り入れた長期債の償還利子に係

る 経 費 で あ り 、 事 業 費 は １ ， ５ ８ ７ 万

３，０００円でございます。 

○区画整理グループ長（中島弘喜）土地区画

整理事業につきましての清算金でございますけれ

ども、事業の手順と申しますか、事業の流れから

申し上げますと、先ほどおっしゃいましたように、

減歩率を含む仮換地指定がまずございます。 

 次に、歳入について御説明いたしますので、前

に戻っていただき、２９３ページをお開きくださ

い。 
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○委員（小田原勇次郎）１点だけ。  仮換地指定を行いまして、建物の移転、そうい

うものの交渉がございまして、その後に土地の造

成をいたしまして、でき上がった段階で各地権者

さんに引き渡しを行っております。 

 済みません、もう長きにわたりまして、この駅

周辺は、非常に皆様方の御努力で、見晴らしのい

いすばらしい景観になったというふうに敬意を表

します。  おおむねですけれども、その引き渡しの段階で、

仮換地指定の面積通知内容等、多少の出来高に誤

差がございますというような説明はしてございま

す。 

 平成２５年度末で一応工事が完了ということで

ありました。御説明があったかもしれません。私

が聞き損じたかもしれません。一応、工事請負費

が本年度は９００万円計上されておりますので、

あとどこあたりが工事を終わらせて完了なのかと

いう、あとの大まかな残工事の内容をお知らせい

ただきたいと思うんですが。 

 ただ、具体的に、その段階では、清算金の中身

については明確になっておりませんので、説明は

できない状況でございますが、現段階におきまし

ては、その全ての宅地ができ上がりまして、出来

高の測量も終わっております。 ○都市計画課長（山下 裕）今、鉄道アンダー

部のボックスの工事を行っておりますけれども、

それが完了しましたら、全体的な道路の舗装を行

ってまいります。その舗装にかかる費用、それか

ら東口親水公園の進入路の整備、そういったとこ

ろで今のところ考えております。 

 それに基づきまして、今、換地計画書というの

を作成をして、既にもうその案ができ上がりまし

て、県の審査を受けているような段階でございま

す。 

 今後、県の審査が終わりました後に、正式に換

地処分に向けて換地計画書の案を固めるんですが、

その前段階に地権者の皆様に縦覧という形で、個

別に皆様方にその内容、清算金の額、そういった

ものを御説明をしていくということで、皆様に理

解をしていただくというような考えでございます。 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 委員外議員の御質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

○委員（上野一誠）事業は、一つの減歩率も、

平均減歩率を出していきますので、そうすると、

私はこの作業が──お父さんがいらっしゃって、今

度は息子さんの代になっていくという過程も一方

では考えられると思うんです。そんなことは知ら

んよとか、いろいろこの清算事務が本当に順調に

行けばいいなと。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］  おっしゃるとおり、この作業は、本当に大変だ

と思いますよ。 ○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

 だから、本来徴収しなきゃならん部分を御理解

が得られるか得られないかということも含めると、

この区画の精算事務というのは、やっぱりよほど

しっかりとした説明をしていかないと、結果的に

関係者とトラぶってくると。そういうのが想定で

きるので、十分、そこらあたりは説明責任、理解

をしていく、そういうことが求められていくとい

うふうに思いますので、ぜひひとつこれは十分な

御尽力と、その説明のあり方も含めて、十分御理

解をいただくようにしていただきたいと思います。 

────────────── 

   △議案第６９号 平成２５年度薩摩川内市

川内駅周辺地区土地区画整理事業清算事務

特別会計予算 

○委員長（福田俊一郎）次に、議案第６９号平

成２５年度薩摩川内市川内駅周辺地区土地区画整

理事業清算事務特別会計予算を議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○都市計画課長（山下 裕）議案第６９号平成

２５年度薩摩川内市川内駅周辺地区土地区画整理

事業清算事務特別会計予算について、御説明申し

 これは意見・要望として。 

○委員長（福田俊一郎）意見でございます。 

 ほかにございませんか。 
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上げます。  これより、討論・採決を行います。 

 初めに、歳出について御説明いたしますので、

予算調書の３００ページをお開きください。

３００ページの上の部分でございます。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。  事項、川内駅周辺地区土地区画整理清算事業費

は、換地処分に伴う清算事務に係る経費であり、

事業費は２１万４，０００円で、地権者協議等に

係る旅費が主なものでございます。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。  次に、同じページの下の部分でございますが、

事項、川内駅周辺地区土地区画整理交付事業費で

ございますが、同じく換地処分に伴う清算交付金

に 係 る 経 費 で あ り 、 事 業 費 は ３ １ ８ 万

６，０００円で、換地計画で交付予定となってい

る約３０名の地権者に対する清算交付金でござい

ます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

────────────── 

   △議案第５９号 平成２５年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（福田俊一郎）次に、審査を一時中止

してありました議案第５９号平成２５年度薩摩川

内市一般会計予算を議題といたします。 

 次に、歳入について御説明いたしますので、前

のページ、２９９ページをごらんください。 

 当局の補足説明を求めます。  歳入予算の主なものを御説明いたします。 

○都市計画課長（山下 裕）議案第５９号平成

２５年度薩摩川内市一般会計予算の都市計画課に

係る予算につきまして、初めに歳出について御説

明申し上げますので、予算調書の１９６ページを

お開きください。１９６ページの上の部分でござ

います。 

 １番目の１款１項清算金収入、１目清算徴収金、

予算額２５０万８，０００円でございますが、換

地計画で徴収予定となっている地権者約３５名か

らの換地処分に伴う清算徴収金のうち、平成

２５年度の収納見込み分でございます。 

 次に、２番目の３款１項他会計繰入金、１目一

般会計繰入金は、予算額８９万円でございます。  事項、都市計画総務費は、都市計画事業に係る

経 費 で あ り 、 事 業 費 は １ 億 ３ ， ９ ３ ９ 万

４，０００円でございます。 

 換地処分に伴う地権者への清算交付金につきま

しては、平成２５年度で一括交付する予定として

おりますが、清算交付金とほぼ同額となる見込み

である清算徴収金につきましては、区画整理法の

規定によりまして分割による納付が認められてい

ることから、分納により後年度の徴収見込み額と

なる額及び事務費の財源不足に対する一般会計か

らの繰入金でございます。 

 経費の主な内容は、都市計画及び景観推進事業

等に従事する一般職１０人分の職員給与費等のほ

か、都市計画区域マスタープラン策定業務等の委

託料５０６万１，０００円、一般国道３号御陵下

地区の景観整備に係るバス停上屋設置等の工事請

負費２，９６０万円、川内甑島航路高速船発着所

新設等に係る公共サイン設置等の工事請負費

２，０００万円でございます。 

 以上で、議案第６９号平成２５年度薩摩川内市

川内駅周辺地区土地区画整理事業清算事務特別会

計予算の説明を終わります。よろしく御審議賜り

ますようお願い申し上げます。 

 次に、川内駅周辺地区駐車場管理費は、川内駅

西口駐車場等の管理に係る経費であり、事業費は

１，３９６万２，０００円で、指定管理に伴う管

理代行委託料が主なものでございます。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。  次に、１９７ページをごらんください。上の部

分でございます。 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。  事項、屋外広告物管理費は、県からの権限移譲

に伴う屋外広告物に関する経費でございまして、

事業費は２３４万５，０００円で、建築士業務嘱

託員１名分の報酬が主なものでございます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 
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 次に、同じページの下の部分でございますが、

事項、景観推進費は、景観提案制度等の運用、景

観形成活動への支援、啓発など、景観の推進に係

る 経 費 で ご ざ い ま し て 、 事 業 は ３ ４ ３ 万

２，０００円で、建築士業務嘱託員１名分の報酬、

それから準景観地区案内リーフレット等印刷製本

費２６万６，０００円、景観整備事業補助金

３０万円が主なものでございます。 

 次に、１９８ページをお開きください。

１９８ページの上の部分でございます。 

 事項、中郷五代線整備事業費は、都市計画道路

中郷五代線整備事業に係る経費であり、事業費は

４億５００万円で、経費の内訳は、中郷五代線構

造物等設計業務委託料５００万円及び平成２３年

度に債務負担行為として設定しております中郷五

代線用地取得に係る土地購入費４億円でございま

す。 

 次に、同じページの下の部分でございますが、

事項、土地区画整理総務費は、土地区画整理に係

る一般管理経費及び川内駅周辺地区土地区画整理

事業特別会計並びに川内駅周辺地区土地区画整理

事業清算事務特別会計に対する繰出金に係る経費

であり、事業費は３億１４２万５，０００円でご

ざいます。 

 経費の主なものとしましては、街区公園等管理

業務に係る委託料５０万３，０００円、ＪＲ九州

への川内駅東口駅前広場管理負担金４０万円、そ

れから川内駅周辺地区土地区画整理事業特別会計

に対する繰出金２億９，９０８万円及び平成

２５年度から新たに設置いたします川内駅周辺地

区土地区画整理事業清算事務特別会計に対する繰

出金８９万円でございます。 

 次に、歳入について御説明いたしますので、前

に戻っていただき、同じく予算調書の５１ページ

をお開きください。 

 都市計画課に係る歳入予算の主なものを御説明

いたします。 

 １番目の１４款１項使用料、６目土木使用料、

予算額２，８５０万円でございますが、都市計画

使用料で川内駅西口駐車場等に係る市営駐車場使

用料でございます。 

 次に、３番目の１５款２項国庫補助金、６目土

木費補助金でございますが、予算額２億９００万

円は、都市計画事業費補助金で、中郷五代線整備

事業の土地購入費に係る社会資本整備総合交付金

であり、補助率は５５％となっております。 

 以上で、議案第５９号平成２５年度薩摩川内市

一般会計予算の都市計画課分の説明を終わります。

よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（福田俊一郎）課長、所管事務調査で、

後ろの中郷五代線については説明が入っていると

思うんですけれども、今の予算の中でも、進捗の

関係も、予算の関係もありますので、もうあわせ

て今のこの中で説明をされたらどうかなと思うん

ですが、いかがでしょうか。よろしいですか。 

○都市計画課長（山下 裕）それでは、中郷五

代線の進捗状況ということで説明させていただき

ます。 

 図面の右側から左側のほうに川内川が流れてお

りまして、中郷五代線につきましては、天大橋か

ら太平橋までの約１．１キロ、幅員約９．５メー

トルで、今、計画しております。 

 平成２３年１０月から、天大橋のほうから本格

的に用地買収に着手しておりまして、この図面に

つきましては、着色してある箇所が契約済みの箇

所でございます。 

 平成２４年度につきましては、肥薩おれんじ鉄

道までを目標として進めておりましたけれども、

都市計画道路の区間につきましては、１００％完

了しております。 

 あと、河川改修関係の区間につきまして、ほぼ

完了しておりまして、あと白いところ３筆程度が

残るのみとなっております。 

 今後は、２５年度は、田原病院のあたりまでを

目標として進めまして、太平橋までにつきまして

は、２７年度を目標に、現在、進めているところ

でございます。 

 それから、道路築造工事につきましては、河川

改修と合わせて行うことになりますけれども、今、

河川事務所のほうで施工計画の検討を進めている

ところでございます。 

 その中で、順調に進みましたら、早くて、天大

橋から肥薩おれんじ鉄道の区間について、平成

２６年度着工予定と聞いております。 

 今のところ、都市計画道路の供用開始につきま

しては、平成２８年度を目標に進めているところ

でございますけれども、今後の用地買収の状況と

か、工事の進捗の状況で延伸することも考えられ

ますので、そこは御了承いただければと思ってお

ります。 
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 以上、簡単ではございますが、進捗状況でござ

います。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第５９号一般会計予算の審査を一

時中止いたします。 

────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次に、所管事務調査に

入ります。 

 当局からの報告はありませんか。 

○都市計画課長（山下 裕）所管事務につきま

して、御報告させていただきます。 

 都市計画区域の見直しの状況でございますが、

資料はございませんけれども、パブリックコメン

トと住民説明会の実施結果の報告でございます。 

 パブリックコメントにつきましては、平成

２４年１２月１日から１２月３１日までの１カ月

間実施しまして、その中で、２件、御意見をいた

だいております。 

 意見としましては、区域の再編賛成という内容

でございまして、内容につきましては、「調和の

とれたまちづくりや減災、市一体の連携と活性化

に期待する」という内容のものでございました。 

 また、住民説明会につきましては、今回、新た

に指定します斧渕・永利・塔之原・日ノ丸周辺地

区におきまして、平成２５年２月に４会場で計

８回実施しまして、延べ９３名の出席がございま

した。 

 特に、反対といった意見はございませんでした

が、主な意見としましては、「都市計画税の徴収

はしないのか」という御意見もありまして、これ

については、現時点では、徴収の予定はないとの

回答をしております。 

 また、「具体的な都市計画事業の見込みはない

のか」という御意見もありましたが、現時点では

計画はありませんけれども、都市計画事業につい

ては、今後の都市化の状況を見ながら検討させて

いただきたいと。今回は、乱開発を防いだり、無

秩序な町並みにならないように、ある程度の規制

をかけさせていただく区域を設定するものである

との説明をいたしまして、御理解いただいたもの

と考えております。 

 都市計画区域の見直しにつきましては、平成

２５年度も引き続き関係機関との協議を進めてま

いりまして、協議が順調に進みますと、平成

２６年９月ごろの公告となる予定でございます。 

 以上、所管事務の報告でございます。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより所管事務に関して質疑に

入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（小田原勇次郎）１点だけ、お尋ねをい

たします。 

 市の事業は中郷五代線なんですが、河川改修の

部分についてちょっと教えていただきたいんです

が、河川改修の大小路の築堤の、いわゆる沿川の

地域住民の方々の中に、やっぱりそういう連絡協

議会のような任意の組織が発足されまして、いわ

ゆる道路に対する要望ではなくて、いわゆる築堤

部分、堤防の部分について親水性があって、そう

いう利活用のあるような堤防であるとか、そこら

あたりのいろんな要望等を、今、集約されておら

れるような動きもあるやに聞いておるんですが、

そこらあたりを国に要望をしていく過程において、

当然、市の行政の皆様方からの後押し、いわゆる

支援という部分も必要になろうかと思うんですが、

そこあたりの流れというか、例えば平成２５年度

中にそういうような要望というのは上げたほうが

いいよとか、そこあたりのもし市の行政当局とし

て何らかのお考え等があったら教えていただきた

いんですが。 

○建設部長（石澤一美）大小路地区の河川改修

に伴う親水整備的なものの要望の取り扱いですけ

れども、地元からの要望については、それを否定

しようとかという気持ちはございません。 

 ただ、向田地区において、かわまちづくりとい

う、いろんな地元の方々を含めて集まっていただ

いた組織がございまして、その中で地元からいろ

いろ出された要望等について対応してきておりま

す。 

 したがいまして、大小路につきましても、なる

べく早い段階でそういった組織を立ち上げられな

いかというふうに考えていまして、そういう組織
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の中で、いろんな地元の御要望等を踏まえまして、

河川事務所にお願いするもの、あるいは市で対応

しなければならないもの等があると思いますので、

そういったものについて対応をやっていきたいと

いうふうに考えているところです。 

   △天辰区画整理推進室の審査 

○委員長（福田俊一郎）次に、天辰区画整理推

進室の審査に入ります。 

────────────── 

   △建設部長の概要説明 

○委員（小田原勇次郎）部長の御答弁でおおむ

ね了解をさせていただくんですが、考え方として、

この築堤の部分にも二つ考え方がありまして、要

するに築堤がもう完成した時点で、それを親水性

のある部分に、いわゆる確保していくという部分

と、例えば今、中郷五代線はこの築堤と合わせて、

いわゆる堤防にすりつけて３号線に、堤防の上部

を、道路側を走るという構造の堤防になっていき

ますので、そうしたときに、この設計部分、いわ

ゆる実施の設計部分の中で道路の位置をどのポジ

ションで、築堤の堤防のどの部分にポジショニン

グとしてしたほうがいいのかとか、そこあたりの

いろいろ安全対策上の部分について意見が出た場

合、そこあたりを反映されるまだいとまというか、

そういう部分があるんでしょうか。そこあたりを

ちょっとお聞かせ願えませんか。 

○委員長（福田俊一郎）まず、当初予算の審査

に先立ち、建設部長に概要説明を求めます。 

○建設部長（石澤一美）それでは、天辰区画整

理推進室分について御説明をさせていただきます。 

 平成２５年度天辰第一地区土地区画整理事業に

つきましては、これまで同様、建物等の移転補償

を進めてまいりますとともに、宅地の造成や道路

築造、河川整備、公園整備等を進めてまいります。 

 また、第二地区予定地につきましては、環境影

響評価の調査に伴います見直し等を行いますが、

川内川市街部改修との関連、あるいは県道山崎川

内線の交通安全対策、地区内の浸水対策等、土地

区画整理事業による取り組みが必要であるという

ふうに考えておりますことから、引き続き都市計

画決定に向けた作業を進めてまいります。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○建設部長（石澤一美）道路の位置とか線形等

につきましては、これまでも都市計画決定を行っ

ておりますので、それを移動するというのは、ま

ず難しいというふうに考えております。 

────────────── 

   △議案第６６号 平成２５年度薩摩川内市

天辰第一地区土地区画整理事業特別会計予

算 

○委員長（福田俊一郎）それでは、議案第

６６号平成２５年度薩摩川内市天辰第一地区土地

区画整理事業特別会計予算を議題といたします。 

 ただ、実施する中で微調整というか、構造物み

たいなやつでの調整というのは、それは可能だろ

うというふうに考えております。 

 また、道路を整備、地元から景観的な話とかと

いうことであれば、それは工事の中で恐らく対応

できる、もしくは部分的には対応できないものも

あるかもしれませんけれども、設計の中で反映で

きるのではないかというふうに考えておりますの

で、そういった面で検討していきたいというふう

に考えております。 

 当局の補足説明を求めます。 

○天辰区画整理推進室長（田代国憲）議案第

６６号平成２５年度薩摩川内市天辰第一地区土地

区画整理事業特別会計予算について、御説明申し

上げます。 

 予算調書の２９１ページの上の段をごらんくだ

さい。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにございませんか。  予算内容につきまして、歳出のほうから説明い

たします。 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 １款１項１目、事項、天辰第一地区土地区画整

理事業費は、天辰第一地区土地区画整理事業に係

る経費であり、事業費は５億３，７１７万

６，０００円です。 

 委員外議員、ございませんでしょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。  経費の主なものは、一般職員９名の給与費と建

築士業務嘱託員１名、土地区画整理審議会委員

１５名と土地区画整理評価員５名の報酬のほか、

委託料は、画地計算測設測量業務委託、建物等調

 以上で、都市計画課を終わります。 

 御苦労さまでした。 

────────────── 
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査業務、仮換地修正業務等の委託料８３１万円で

す。 

 工事請負費は、幹線道路永利天辰線の新立山橋

下部工Ａ２、都市計画道路の永利天辰線・大明神

皿山線、区画道路、公園整備、準用河川三堂川ほ

か河川改修工事など、４億８６０万円です。 

 補償金は、建物等移転補償、墓地移転補償、水

道管移設、電柱移転等の４，７７０万円です。 

 負 担 金 補 助 は 、 職 員 厚 生 会 負 担 金 ６ 万

９，０００円、公園整備に係る給水負担金３０万

円です。 

 予算調書の２９１ページ、下段をごらんくださ

い。 

 ２款１項１目、事項、長期債償還元金は、天辰

第一地区土地区画整理事業で借り入れた長期債の

償還元金に係る経費であり、事業費は２億

７，３０４万５，０００円です。 

 予算調書の２９２ページの上段をごらんくださ

い。 

 ２款１項２目、事項、長期債償還利子は、天辰

第一地区土地区画整理事業で借り入れた長期債の

償 還 利 子 に 係 る 経 費 で あ り 、 事 業 費 は

４，０３５万９，０００円です。 

 次に、歳入について御説明申し上げますので、

前 に 戻 っ て い た だ き ま し て 、 予 算 調 書 の

２９０ページをごらんください。 

 １款１項１目事業収入５，０００万円は、事業

進捗に伴い売却可能となる保留地処分の収入見込

み額であります。 

 ２款１項１目負担金６０万円は、県との協定に

基づく橋梁負担金６０万円は、新立山橋分を収入

するものでございます。 

 ３款１項１目国庫補助金、予算額が１億

４，１６５万円は、土地区画整理事業費補助金で、

社会資本整備総合交付金の活力創出基盤整備、市

街地整備事業にかかわるものであります。 

 ４款１項１目県補助金、予算額３２１万円は、

土地区画整理事業費補助金で、県管理道路整備費

に対する補助金です。 

 ５款１項１目他会計繰入金は、予算額が６億

９２１万９，０００円で、国庫補助金及び市債等

の充当額を除いた、天辰第一地区土地区画整理事

業費及び長期債の償還元金並びに利子に充当する

一般会計からの繰入金であります。 

 ８款１項１目市債は、予算額４，５９０万円で、

内 訳 は 、 地 方 特 定 道 路 整 備 事 業 債 分 が

１，３５０万円で、国庫補助事業に係る合併特例

事業債分が３，２４０万円であります。 

 ９款１項１目使用料は、予算額が１，０００円

で、内容は、電柱等の占用料であります。 

 続きまして、地方債について御説明いたします。 

 別冊の予算に関する説明書２７６ページをごら

んください。 

 「第２表 地方債」では、当該土地区画整理事

業を目的として借り入れる地方債の限度額、起債

の方法、利率、償還の方法につきまして、地方自

治法第２３０条第１項の規定に基づき、定めよう

とするものでございます。 

 以上が、議案第６６号平成２５年度薩摩川内市

天辰第一地区土地区画整理事業特別会計予算の説

明でございます。 

 なお、平成２５年度の事業の概要につきまして、

図面で御説明いたしたいと思います。 

 委員会資料では、７ページに載っています。 

 天辰第一地区土地区画整理事業の説明をいたし

ます。 

 区域としましては、この黒の部分が全体の面積

になります。黒でずっと囲んだ面積ということに

なります。 

 川内川のほうが、こちらになります。北側がこ

ちらで、こちらのほうが２地区のほうの予定にな

っているところです。こちらが１地区になります。 

 こちらのほうが純心女子大学、こちらが大学通

線と隈之城高城線ということになります。 

 年度の色合いを色を塗ってあるんですけれども、

２３年度まで、薄い黒の部分でございます。それ

と、こちらのほうの薄い黒というのが工事の部分

でございます。２４年度、今年度やったところが、

この黄色の部分をやっています。この黄色の部分

ですね。それと、緑の分が２５年度ということで

す。それと補償のほうが、黒いところになります。

それと、赤のこの点線の部分が、補償を今後やる

ところということです。 

 現在の進捗状況といたしましては、事業費ベー

スで８３．３です。建物のほうが９８％、建物が

現在８戸ほど残っていますけれども、５戸のほう

はもう契約をして、移転を進めてもらっていると

ころです。 

 それで、黄色の中を若干説明させていただきま

すけれども、こちらの新三堂橋、こちらのほうが
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３５メートルの幅員が１７．５メートルから１６．

４６メートルの幅員になっていますけれども、こ

れが２月１８日、自治会のほうには周知をいたし

まして、２月１８日に供用開始をしているところ

です。 

 それと、この下流のほうに新上水流橋というの

が、３１メートルの幅員が６メートルありますけ

れども、この部分も、こちらのほうの造成がちょ

っとおくれていましたので、今年度末で供用開始

を始めたいと考えています。 

 それと、こちらがタイヨーから来る永利天辰線

になりますけれども、こちらの工事の部分を、新

立山橋ということで、延長が２８．８、幅員が

１７メートル、ほぼこちらの大明神皿山線と同じ

ような幅員になります。こちらのほうの左岸側の

橋台の部分を、下部工のほうを今年度行いました。 

 それと、こちらの黄色の部分の笹脇公園になり

ますけれども、こちらのほうが２，０００平米ほ

どの面積になりますけれども、こちらのほうも

３月末で一応工事が完成いたしますので、４月か

ら供用開始を始めたいと考えております。 

 それと、こちらのほうが市のほうで管理するの

が、ここからの三堂川になりますので、こちらの

ほうを一応やっています。それと、立山川のほう

の河川改修を行っています。 

 整地工事といたしましては、寺前古墳がこちら

にありますけれども、こちらの部分の整地、それ

と地区外添いのこちらの古原、それとこちらの八

反田のところを進めています。 

 ２５年度の事業といたしましては、グリーンの

色になりますけれども、新立山橋の右岸側になり

ます。Ａ－２の下部工事を行うように計画してい

ます。 

 それと、大明神皿山線の舗装のほうはできてい

ますけれども、歩道部分がまだ未完成ですので、

こちらのほうの歩道部分、それとここの橋台がで

きていますので、こちらのほうの取りつけの部分

を行うようにしています。 

 それと、三堂川のグリーンのこの部分の改修、

立山川の改修を行う計画でいます。 

 それと、公園といたしまして、古原公園が

１，８００平米、それとこちらの田麦公園が

１，６００平米の公園計画をいたしているところ

です。 

 それと、造成といたしましては、古墳の周りの

寺前地区、それと東原の段差があるところを造成

したいと考えています。 

 それと、八反田、立山のほうを、一応計画して

います。 

 それと、補償に関しましては、この赤丸の古墳

の下のほうとこちらのほうの墓地等の補償、それ

と造成したところの水道、電柱等の移設を考えて

います。 

 以上、図面での説明です。 

 以上で終わりますので、よろしく御審議賜りま

すようお願いいたします。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（持原秀行）済みません。入来で何も言

いませんでしたので、少しちょっと聞かせいただ

きたいと思うんですが、この図面を見たときにや

っぱり気になるのが、笹脇墓地のところが気にな

ります。ほかのところは、ほとんど２３年度まで

に完成していると。 

 ここが、今先ほど説明を受けたところにおいて

は、笹脇公園が完成して、２５年度から供用開始

ということになるという説明を受けたんですが、

ここの隣に笹脇墓地というところがありまして、

この墓地の移転をすることにおいては、必ずその

近くに公園整備をして、公園と合わせて、そこに

仮置き場とか、そういうのを仮置きして、そして

墓地造成をしていくということが通常になるわけ

なんですけれども、供用開始することにおいて、

この笹脇墓地を移転することに対しての影響はな

いのか、そこをちょっと教えてください。 

○天辰区画整理推進室長（田代国憲）笹脇公

園をつくるに当たって、墓地管理組合の会長さん

等と一応協議しまして、仮置き場をする用地は、

保留地とか道路部分とかがありますので、そうい

うところを利用していただきたいということで、

一応、お話はさせていただいているところです。 

 具体的には、実施するときに、タイミングを見

てやっていきたいということで話をしています。 

○委員（持原秀行）具体的に仮置きできるとい

うところをちょっと図面で示してください。 

○天辰区画整理推進室長（田代国憲）笹脇墓

地がこの広さになりますけれども、こちらのほう

に現在の墓地が、薄くあるところで、まだ現在、

墓地がないところ、それと通路と、通路も広くあ
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りませんけれども、そういうところを利用しなが

らやっていきましょうということで、こちらの笹

脇公園事業というのも２５年度までということで

ありますので、できれば早く事業の関係上、した

いということで、この空き地を利用してさせてい

ただきたいということで話をしているところです。

既存のあるところの、今、ない部分がありますの

で、そういうところを利用してさせていただくと。

それと、通路等です。 

○委員（持原秀行）今の説明を受けて、大体現

状的にはわかるんですが、造成をすることにおい

て、やっぱり高低差がありますので、今の現状の

既存の墓地が、やっぱりそこのところ支障のない

ように施工していただきたいということと、それ

から墓地管理組合とのしっかりとした協議をお願

いしたいと。もう長く開催されておりませんので、

やっぱり地区の地権者の皆さん方、非常に不安に

感じています。 

 また、ことしもお盆が近づくということになれ

ば、やっぱり皆さん、いつまでたっても進まない

状況に対して、本当に不信感・不安感を持ってお

られますので、それを払拭するためにも、やはり

地元のそういうきちっとした、墓地管理組合があ

りますので、そことしっかりと連携をとっていた

だいて、スムーズな笹脇墓地の整備ができますよ

うに、それの施工を前向きにやっていただきたい

なということを要望しておきますので、よろしく

お願いします。 

○委員長（福田俊一郎）墓地管理組合との折衝

は、グループ長あたりがやっていらっしゃるんで

すか、室長等含めて。そこら辺のちょっと状況等

も御説明いただければ。 

○天辰区画整理推進室長（田代国憲）役員会

を具体的に始めたのは、平成１６年度の墓地の経

営許可から始まりまして、１７年ぐらいまでちょ

っとやったんですけれども、なかなかうまくいか

なかったものですから、もう一回始めまして、

２１年から２２年の１０月ぐらいまで、皆さんの

同意を得るための役員会もそこまではほぼでき上

がっていたんですけれども、同意が得られなかっ

たということで、それと関連する立山川、立山地

区の造成に影響があるということで、ちょっとそ

れから墓地管理組合との役員会等は開かせていた

だいていません。 

 それで、公園等をつくるときには、役員の三役

の方等には一応説明をしているところです。 

 以上です。 

○委員長（福田俊一郎）何かちょっと課題が整

理されているのがこちらから見えづらいものです

から、その辺、また整理していただいたほうがい

いのかなと思います。 

○建設部長（石澤一美）状況は、今、室長のほ

うからあったとおりです。 

 そういった課題がございましたので、一応、

２４年度に計画のちょっと見直しを行っておりま

して、それに基づきまして、今後、持原委員のほ

うからございましたけれども、墓地管理組合のほ

うと具体的に協議をさせていただきたいというふ

うに考えています。 

○委員（持原秀行）やっぱり綿密に連携はとっ

ていただきたいということは強く申しておきたい

と思います。 

 それと、やっぱりその事業をすることにおいて、

ほかの地区に影響があるとか、そういうのじゃな

くて、やっぱりこの図面を見ていただければ、あ

そこだけ白地になっているということがちょっと

異常ですよね。 

 ですので、やはり１人の地権者とか、いろいろ

そういう地権者の関係もあるかもしれませんけれ

ども、それはそれとして、同時並行で私はきちっ

と区画整理は進めていっていただきたいなという

ふうに思うんですよ。 

 ですから、そういう要望とか意見を申し上げて

いるところでありますので、決して後にずっと押

していって解決するものではないというふうに思

いますので、ぜひそこらあたりもきちっと進めて

いただきたいと、地元の方とも煩雑に連絡をとっ

ていただかないと、何をやっているんですかと言

われたときに答えようがないという、今の状況で

ありますので、そこらあたりはきちっと受けとめ

ていただきたいというふうに思います。 

○委員長（福田俊一郎）意見であります。 

○委員（上野一誠）天辰の事業もおおむね大分

進んできていると思うんですが、事業進捗等、今

の持原委員と若干関係するかもしれませんが、一

般会計から繰り入れを６億９００万円入れていま

すね。これは、一応、償還元金、利子、そして合

わせて事業費等々が含まれていると思うんですが、

そういうことで、資金計画が──いわば一財を使う

ことによって、一財の幅によって事業が非常に影
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響があるということからいうと、一般会計繰り入

れは大変力になっていると思うんですね。 

 そういう意味で、今、普通建設事業、あるいは

維持費という一つのくくりが、今後、３０％減ら

していくということについて質問もしたんですが、

維持費がふえることによって建設事業は減るとい

う、いろんな捉え方からすると、資金計画にそう

いうことが影響があるかないか、推移としてしっ

かり確保はできますよという一つの捉え方でいい

かどうか、ちょっと教えてください。 

○建設部長（石澤一美）財政運営プログラム、

これはもう堅持しなければならないというふうに

考えております。 

 ただ、こういった現在実施中の箇所については、

我々としては、そういった予算については確保し

ていきたいというふうに考えております。 

 ただ、今ほどありましたように、今から維持費

というのは確かにふえてまいります。それは、橋

梁にしても、公園にしても、住宅にしても、そう

いうことですから、これについては、やっぱり現

在、制度として国の交付金、補助金等がございま

すので、そういったものを活用しながら、利用者

あるいは市民の方々の安全・安心の確保のために、

そっちはそっちで確保していきたいというふうに

思います。 

 総額という話からすると、じゃあ幾らにすると

いう具体的な示しというか、それがなかなか難し

いもんですから、とりあえずうちとしてはこうい

うふうにやりたいということで、それは実施計画

の査定なり、あるいは当初予算なりで主張してい

きたいというふうに考えています。 

○委員（上野一誠）一応、選択と集中という財

政プログラムの中には、ここもしっかり位置づけ

てあるので、財政上はぴしっと抑えていかれるん

だろうというふうに思っています。また、第二が

入ってきますから。 

 それと、保留地処分が５，０００万円財収で入

るんですが、本来、清算事務が終わらないと、先

ほどの駅周辺の区画整理の中で、ちょっと清算事

務のあれが出ましたので、要するに公共用地を多

く確保すれば、やっぱりそれが減歩率に反映する

ということにもつながると思いますね。 

 だから、民間の方が、やっぱり公共用地が余り

広がるということは減歩率に影響があるというふ

うに見ているんですが。そういう意味からすると、

残った公共用地を有効に使うという意味では、い

ろいろちょっと土地が狭いから、この部分をふや

したいという、いろんなそういうのも内々にある

と思うんですが。清算事務が終わっていないと、

その登記の関係は、保留地を処分した場合に、名

義は変わらないんじゃないかと思うんですが、そ

こらはどう取り扱うんですか。 

○建設部長（石澤一美）確かに保留地について

は、清算、換地処分、それが明確になって、法務

局のほうの書きかえを行わないと、権利的には明

確にはなりません。 

 ただ、保留地については、管理というのは、事

業者、市が管理しているわけですから、それにつ

いて、市としてこれを使えます、あるいはおたく

のものですというのを保証するわけですから、そ

れについては、そういった個人の利用に支障が出

るようなことはないというふうに考えています。 

○委員（上野一誠）これから、やはり今後、公

共用地として残った土地、入来も含めてなんです

けれども、やっぱりそういうものをどう生かすか

と。私が一番心配しているのは、まだ天辰辺はあ

る程度宅地として相当生かされてくると思うんで

すが、せっかくやった事業が、土地ばっかり置い

て、草ぼうぼうで残っていくようなことだけは避

けてほしいと思っているんです。 

 そういう意味では、この民間の土地も含めて、

十分、この売買とか、そういうのは、市も努力し

てもらわないかんのかなと思っています。 

 そういうことで、取り扱いを、今ちょっと確認

でした。 

 一応順調に資金計画どおりいっているというふ

うに理解していいですかね、事業計画は。今、何

十％ぐらい終わっていますか。 

○天辰区画整理推進室長（田代国憲）保留地

のほうは、一応、つけ保の部分、一般の部分、一

応、販売しています。全体で１７６カ所ありまし

て、売った分がですね、１万８，０６３．０３平

米を売っています。一応、おおむね半分ぐらい、

５０％ぐらいですね。地区街道のあたりに大分保

留地があるのと、公共施設の純大の下のところに

大きな保留地がありますので、一応、保留地と、

あそこは市有地もあるんですけれども、一応、

５０％ぐらいです。 

○委員（持原秀行）これに関連して、保留地処

分が５，０００万円ということで出ていますが、
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あと私が危惧するのは、つけ保留の関係で、大分

狭いところで残っている、散在しているというと

ころが、本来はつけてくださいという要望があっ

てつけられたところが、狭いままで残っているよ

うな状況がまた散在すると思うんですが、そこら

あたりの処分の方法については、どういったお考

えなんでしょうか。 

 碇山城跡地の山のところが、全て周りが空き地

が残っていたりしているんですが、これに対する

何か整備計画というのはあるんですか。 

○天辰区画整理推進室長（田代国憲）ちょっ

と説明を図面の中ですればよかったんですけれど

も、碇山城跡地のあの白いところは、一応、地区

外ということで、区画整理外になります。一応、

うちのほうでの区画整理の計画はございません。 ○天辰区画整理推進室長（田代国憲）つけ保

の部分で、残っている部分等も、ちょっと当初要

望されてつけてあるんですけれども、実際買うと

きになったら、お金がないというようなことで、

買ってもらえないというところがあります。 

○議員（成川幸太郎）わかりましたけれども、

この後、都市計画課とは違うと、管理がというこ

とですか。 

○建設部長（石澤一美）碇山城跡については、

あそこは個人の私有地がございますので、私有地

ですから、うちでは手が出せない状況です。 

 そういうところは、ちょっとずつでも買っても

らうとか、場所を移動することができるところは

移動してもらえないですかという相談は、ほかの

場所に持っていらっしゃるところがありますので、

そういうところと、移動させてくださいという御

相談は、今、しているところです。 

 区画整理の区域外で、碇山城跡のところに少し

土地があって、そこを宅地造成なんかされている

ところもあるんですが、個人というか、そういう

ことで、当初、ここも含めてということも考えた

こともあったんですけれども、文化財的な価値が

あるということもあって、それと権利関係がかな

り複雑だということで、ここについては手がつけ

られなかったのが実情ですし、今後もそういうふ

うにするつもりはございません。 

○委員（持原秀行）いつまでも利用されなくて

そのまま荒地で残っていると。そうすると、年に

何回も市としてそこの整備を、草払いとか、そう

いうのをきちっとやっていくということになれば、

これがどんどんどんどん続いていけば、そういう

管理をする、その費用とか、そういうところも全

部最終的には清算金にはね返ってくるような気が

するんですよ。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。  ですから、私が言いたいのは、きちっと計画に

沿って施策を展開していかないと、行く行くは地

元の地域の地権者にはね返ってくるのではないか

なというのを危惧するんですね。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。  いつまでも換地処分をしていないところとか、

そういうところの管理までずっと何年もやってい

って、そこの管理を市がしなくてはいけないとい

うことになれば、行く行くはほかの全体のところ

の清算額にも影響が来ますので、ぜひそういうと

ころをしっかりと取り組んでいただきたいと思い

ます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 ○委員長（福田俊一郎）意見でございます。 

 ほかにございませんか。 ────────────── 

［「なし」と呼ぶ者あり］    △議案第５９号 平成２５年度薩摩川内市

一般会計予算 ○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 ○委員長（福田俊一郎）次に、審査を一時中止

してありました議案第５９号平成２５年度薩摩川

内市一般会計予算を議題といたします。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

○議員（成川幸太郎）一つだけお聞かせくださ

い。  当局の補足説明を求めます。 
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○天辰区画整理推進室長（田代国憲）議案第

５９号平成２５年度薩摩川内市一般会計予算のう

ち、天辰区画整理推進室に係る歳出について御説

明申し上げます。 

 予算調書の１９９ページをお開きください。上

段の部分になります。 

 ８款５項３目、事項、土地区画整理総務費は、

天辰第一地区土地区画整理事業の特別会計繰出金

に係る経費であり、６億９２８万６，０００円で

す。 

 経費の主な内容は、土地区画整理事業に関する

研修等に係る負担金３万４，０００円及び天辰第

一地区土地区画整理事業特別会計繰出金の６億

９２１万９，０００円が主なものでございます。 

 同じく、１９９ページの下段をごらんください。 

 ８款５項３目、事項、埋蔵文化財発掘調査事業

費は、天辰第二地区の埋蔵文化財の発掘調査に係

る経費であり、事業費は６０万円です。 

 経費の内容は、（仮称）天辰第二地区土地区画

整理事業予定区域内の埋蔵文化財発掘調査に係る

賃金等であります。 

 埋蔵文化財の発掘調査に基づき、出土品の整理

を行うものでございます。 

 以上で、議案第５９号平成２５年度薩摩川内市

一般会計予算の説明を終わります。 

 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げま

す。 

○委員長（福田俊一郎）当局の説明がありまし

たが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第５９号一般会計予算の審査を一

時中止いたします。 

────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次に、所管事務調査に

入ります。 

 当局からの報告はありませんか。 

○天辰区画整理推進室長（田代国憲）ありま

せん。 

○委員長（福田俊一郎）これより、所管事務に

関する質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 以上で、天辰区画整理推進室を終わります。 

 御苦労さまでした。 

 ここで休憩いたします。 

 再開は、おおむね１時といたします。 

～～～～～～～～～～     

午前１１時４８分休憩     

～～～～～～～～～～     

午後 ０時５８分開議     

～～～～～～～～～～     

○委員長（福田俊一郎）それでは、休憩前に引

き続き会議を再開いたします。 

────────────── 

   △建築住宅課の審査 

○委員長（福田俊一郎）建築住宅課の審査に入

ります。 

────────────── 

   △議案第５４号 薩摩川内市営住宅等の整

備基準を定める条例の制定について 

○委員長（福田俊一郎）まず、議案第５４号薩

摩川内市営住宅等の整備基準を定める条例の制定

についてを議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○建築住宅課長（今井裕介）建築住宅課です。

よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第５４号薩摩川内市営住宅等の

整備基準を定める条例の制定についてを御説明申

し上げます。 

 資料は、議案つづりその３の５４－１ページか

らと委員会資料９ページになります。 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の

推進を図るための関係法律の整備に関する法律

（地域主権改革一括法）を受け、今まで市営住宅

の整備については、公営住宅法第５条で、国土交

通省令で定める整備基準に従うように規定されて

おりましたが、今回、その部分が、国土交通省令

で定める基準を参酌して、事業主体が条例で定め

るように改正されたことから、今回、整備基準を

定める条例の制定をお願いするものでございます。 
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 整備基準の中身につきましては、検討の結果、

現在の国土交通省基準を特に変更する必要がない

との結論になりましので、国土交通省の整備基準

をそのまま市条例に引き継ぐ形になっております。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜り

ますようよろしくお願い申し上げます。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。  そのため、この条例では、第４条から以下に、

良好な居住環境の整備や、建設及び維持管理費の

縮減、敷地については、利便性の配慮や安全性の

確保、住棟については、外壁・窓等を通しての熱

の損失防止や、遮音性能の確保など、住戸につい

ては、１戸当たりの住戸専用面積を２５平米以上

とすることや、居室内における化学物質の発散防

止など、共用部分については、高齢者等の移動の

利便性や安全性の確保、その他自転車置き場、物

置、ごみ置き場等の附帯設備の設置を、それから

規模によりましては、児童遊園、集会所、広場等

を設置するように規定しているものでございます。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。  この条例の各項目の具体的な技術指針につきま

しては、同時に施行する薩摩川内市営住宅等の整

備基準を定める条例施行規則で、住宅の品質確保

の促進等に関する法律、俗に言う品確法に基づく

評価方法基準を準用する形で定めているところで

ございます。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

────────────── 

   △議案第５５号 薩摩川内市営住宅条例の

一部を改正する条例の制定について 

 委員会資料の１１ページをお開きください。 

 施行規則第２条以降に、個々の分野についての

具体的な基準を示しております。 ○委員長（福田俊一郎）次に、議案第５５号薩

摩川内市営住宅条例の一部を改正する条例の制定

についてを議題といたします。 

 第２条第１項では、評価基準第５の５を準用す

ることで、省エネルギー対策の等級を規定してお

り、新築住宅の４級または３級を満たすこととし

ております。 

 当局の補足説明を求めます。 

○建築住宅課長（今井裕介）続きまして、議案

第５５号薩摩川内市営住宅条例の一部を改正する

条例の制定について御説明いたします。 

 第２項では、評価基準第５の８、重量床衝撃音

対策等級を規定しており、上の階と下の階の界の

スラブ厚が１５センチ以上相当であることを求め

ております。 

 議案つづりは５５－１ページからになります。

委員会資料は１１ページをお開きください。 

 こちらも、地域主権改革一括法を受け、今まで

入居者に係る同居親族要件や入居者資格等を定め

ていた、公営住宅法施行令第６条入居者資格の一

部が改正されました。 

 第３項では、建物の劣化対策等級を規定してお

り、防蟻処理の実施や構造躯体の劣化防止対策の

実施を求めております。 

 第４項では、専用配管の維持管理対策等級を規

定しており、配管を取りかえるときに構造躯体に

影響を与えないことを求めております。 

 そのため、昨年の３月議会で、市営住宅入居に

際し、配慮すべき裁量階層世帯について、国の基

準をそのまま準用して、市営住宅条例を改正いた

したところでございます。 

 第３条では、各戸住居のホルムアルデヒド対策

など、シックハウス対策を規定しております。 

 今回は、今まで準用してきていました入居者の

収入基準についても市条例で規定することになっ

たため、その部分を中心に、市営住宅条例を改正

するものでございます。 

 第４条と第５条では、専用部分及び共用部分に

おける転倒防止策や車椅子使用可能等の高齢者等

配慮対策等級が３級以上であることを求めており

ます。 
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 なお、あわせてこの入居者の収入基準額だけで

はなく、裁量階層についても、範囲の拡大、追加

をお願いするものでございます。 

 まず、裁量階層の拡大について御説明申し上げ

ます。 

 委員会資料１１ページ中段の部分をごらんくだ

さい。 

 ア、改正する部分の１をごらんください。 

 今までは、「同居者が小学校入学の始期に達す

るまで」、すなわち幼稚園児・保育園児がいる世

帯を裁量階層世帯としていましたのを、今回、

「同居者が中学校終期に達するまで」に、期間を

９年間実質延長するものでございます。 

 理由は、本市の子育て支援策が基本的に中学生

までとなっていることに鑑み、制度的に整合性を

とろうとするものでございます。 

 続きまして、２、区分の追加をごらんください。 

 裁量階層に「新婚世帯」を追加しようとするも

のであります。 

 ここで言う新婚世帯の規定は、結婚予定または

結婚日より２年以内に入居しようとする世帯で、

当事者双方の年齢が４０歳未満の場合としたいと

思っております。 

 この規定を追加する理由といたしましては、女

性の社会進出が進み、結婚により仕事をやめるの

ではなく、出産するまで仕事を続ける、または出

産後も引き続き仕事を続けるケースがふえてきて

おりますので、これに対応しようとするものでご

ざいます。 

 現状では、共働きの世帯の場合、市営住宅に入

居できる収入月額を超過してしまいますので、応

募すらできない状況にあるため、このような世帯

を裁量階層世帯に追加することで、市営住宅に応

募し、入居できるようにしたいと考えるものでご

ざいます。 

 なお、新婚世帯の当事者規定を４０歳未満とい

たしましたのは、現在、初婚年齢が年々上昇して

きており、男性の場合には既に３０．５歳となっ

ていることを考慮し、４０歳未満としたものでご

ざいます。 

 裁量階層の収入基準につきましては、１１ペー

ジをごらんください。 

 （２）裁量階層収入基準の拡大をごらんくださ

い。 

 現在の裁量階層の収入基準である収入月額は

２１万４，０００円、収入分位第６分位でござい

ます。これを収入月額２５万９，０００円、第

７分位に拡大しようとするものであります。 

 この変更も、共働き世帯が市営住宅に入居しや

すいように改正しようとするもので、次世代子育

て世帯に配慮したものでございます。 

 収入基準改正のイメージにつきましては、

１２ページをごらんください。 

 旧基準では、６分位までしか入居できないもの

を７分位まで拡大しようというものでございます。 

 １３ページ中段をごらんください。 

 もう一つの改正点は、単身世帯の入居について、

特に要望の高い甑地域に特例を設けようとするも

のでございます。 

 旧川内市以外の４町４村につきましては、過疎

法の適用を受けておりましたので、入居者の年齢

にかかわらず、単身世帯の市営住宅入居は可能で

した。 

 しかし、市営住宅条例では、入居者資格等を定

めた第６条第４項において、単身者が入居できる

市営住宅の規格を、居室数３以下の住宅に制限し

ております。 

 しかし、全市的に見て、単身者が入居できる居

室数３以下の住宅が不足している現状でございま

す。 

 特に、甑地域におきましては、島内に民間の借

家が少なく、壮年世代の市営住宅への単身入居の

希望が多いことから、該当する規模の住宅が少な

く、入居が難しい状況でございました。 

 そのため、今回、甑地域に限定して、単身入居

の規模規定を緩和したいと考えるもので、居室数

４以上の住宅にあきがあった場合に限り、単身者

でも入居できるように規定を変更しようとするも

のでございます。 

 なお、甑地域以外につきましては、車での移動

等が比較的簡単であることもありますので、今回

の改正の対象とはしておりません。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜り

ますようお願い申し上げます。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

────────────── 

   △議案第５６号 薩摩川内市一般住宅条例

の一部を改正する条例の制定について 

○委員長（福田俊一郎）次に、議案第５６号薩

摩川内市一般住宅条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○建築住宅課長（今井裕介）済みません。最初

に、先ほど図面を配付させていただきました。図

面があったほうが説明がわかりやすいということ

で配付させていただきましたんですが、事前の準

備をしていなくて、手違いをおわび申し上げます。 

 それでは、議案第５６号薩摩川内市一般住宅条

例の一部を改正する条例の制定について御説明申

し上げます。 

 議案つづりの５６－２ページをお開きください。 

 内容は、祁答院支所管内の上手一般住宅２棟

２戸について、所要の規定の整備を図ろうとする

ものでございます。 

 今までの経緯について御説明申し上げます。 

 昨年４月２５日付で、上手地区コミュニティ協

議会、薩摩川内市立上手小学校長、同小学校ＰＴ

Ａ会長の３名の連名で、住宅整備の要望が出され

たところでございました。 

 この要望を受けまして、地元と協議しましたと

ころ、祁答院町上手字宮脇５３９－２の土地の紹

介をいただいたところでございます。 

 土地所有者の了解もいただきまして、８月７日

に、市内５６社の建築会社に、事業者公募案内を

送付いたしました。応募につきましては、１社ご

ざいました。 

 提出されました事業計画書をもとに、１０月

１１日に薩摩川内市借上型地域振興住宅等審査委

員会で、事業者として市内里町の水建システム有

限会社を選定したところでございます。 

 １１月２日に着工し、来週には竣工する予定で

ございます。 

 先ほど配付いたしましたＡ３判の図面をごらん

ください。 

 建設場所は、上手小学校の東隣、上手簡易郵便

局の道路向かいになります。小学校まで、まさし

く徒歩１分と、非常に便利のいい場所でございま

す。 

 建物は、Ａ・Ｂ両方とも同じもの２棟で、木造

平家建て、床面積は６２．９３平米の２ＬＤＫの

住宅でございます。 

 部屋は、１２畳相当のフローリング張りのＬＤ

Ｋと６畳の和室と同じく６畳の洋間の３室でござ

います。 

 駐車場は、各戸２台確保しております。 

 入居者の家賃は、今までの地域振興住宅と同様、

月額３万円の予定でございます。 

 なお、この一般住宅の規定の整備を受け、一般

住宅の管理戸数は、８２団地、１６０棟、

２３８戸となります。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜り

ますようお願い申し上げます。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

────────────── 
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   △建設部長の概要説明  補助金は、木造住宅耐震診断補助金２０戸分の

１２０万円、木造住宅耐震改修工事補助金３戸分

の９０万円、既存住宅改修環境整備補助金

４，０００万円です。 

○委員長（福田俊一郎）次に、当初予算の審査

に入ります。 

 まず、建設部長に概要説明を求めます。 

○建設部長（石澤一美）それでは、建築住宅課

分の平成２５年度予算概要について御説明申し上

げます。 

 木造住宅耐震診断補助金と木造住宅耐震改修工

事補助金は、昭和５６年５月３１日以前に着工さ

れた民間木造住宅の耐震診断費及び耐震改修工事

費の一部を補助するものでございます。  平成２５年度につきましては、引き続き市営住

宅の適正管理に努めてまいりますとともに、新規

事業としまして、川内地区・入来地区の雇用促進

住宅の取得を行い、用途廃止指定住宅に居住され

ている居住者の居住環境の改善を図っていくこと

としているところでございます。 

 既存住宅改修環境整備補助金は、昨年に引き続

き今回で２年目となります。 

 市民の安心・安全な住まいづくりの促進や耐震

改修工事の促進、居住環境の維持向上を行うため

に、市内の業者を利用して、自己の居住する住宅

の改修を行うというものに対し費用の一部を補助

するというもので、目的や制度は前回と同様でご

ざいます。 

 また、市民の安全・安心な住まいづくりと居住

環境の維持向上を図るため、平成２４年度に引き

続き、既存住宅改修環境整備事業にも取り組んで

まいります。  補助率２０％、上限は２０万円と、この部分も

昨年と同じでございます。  それから、木造住宅の耐震診断・改修とともに、

がけ地近接等危険住宅の移転促進につきましても、

市民生活の安全・安心の確保という点から取り組

んでまいることとしているところでございます。 

 制度の基本的な部分は同じですが、一部変更す

る部分もございます。 

 次に、予算調書２０１ページ、下の欄をごらん

ください。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。  事項、住宅管理費は、３億７，５０３万

１，０００円で、市営住宅の維持管理及び補修に

係る経費でございます。 

────────────── 

   △議案第５９号 平成２５年度薩摩川内市

一般会計予算  経費の主な内容は、市営住宅管理人９２名の報

酬と行政事務嘱託員１名、一般職員１７名の職員

給与費、市営住宅の維持修繕料や川内地区の市営

住宅管理代行委託費、陽成・山田一般住宅ほか

１４戸分と横馬場市営住宅等の借上型住宅の賃借

料、市営住宅の改修工事費が主なものであります。 

○委員長（福田俊一郎）それでは、審査を一時

中止してありました議案第５９号平成２５年度薩

摩川内市一般会計予算を議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○建築住宅課長（今井裕介）それでは、当初予

算に関する説明を、歳出予算からいたします。  予定しております市営住宅の主な改修工事は、

樋脇・諏訪越第２住宅の浄化槽改修工事や本庁高

江住宅集会所屋根ふきかえ工事、共用階段手すり

設置工事などのほか、今回は購入する予定の雇用

促進住宅の内部改修工事費でございます。 

 薩 摩 川 内 市 各 会 計 予 算 調 書 （ 歳 出 ） の

２０１ページ上段をごらんください。 

 事項、建築指導費は４，８６３万円で、県から

の権限移譲を受けた建築確認、検査・指導業務及

び既存住宅改修環境整備の補助事業と、今回新た

に実施する指定道路データベース作成業務に係る

経費でございます。 

 公有財産購入費１，６５５万７，０００円は、

雇用促進住宅の川内宿舎及び入来宿舎の２宿舎を

１０年間の分割で購入するために、初年度分とし

て措置するものでございます。  委託料につきましては、指定道路データベース

作成業務が主な経費となります。  負担金は、県建築住宅行政連絡協議会等負担金、

市営住宅排水設備負担金等でございます。  負担金は、全国建築審査会協議会負担金、日本

建築行政会議負担金、日本建築行政全国会議負担

金、建築基準法関係講習会等ほかの参加負担金で

ございます。 

 補償、補填及び賠償金は、用途廃止住宅の入居

者移転補償金４６万２，０００円でございます。 

 次に、予算調書２０２ページ、上の欄をごらん
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ください。  内訳は、５２ページから５３ページにかけてで

ございますが、公的賃貸住宅家賃対策調整補助金、

危険住宅移転促進事業補助金、耐震改修促進事業

補助金が主なものでございます。 

 事項、公営住宅ストック総合改善事業費は、

４４２万８，０００円で、既存の市営住宅の長寿

命化を図るため、設備の改善等を行うための経費

でございます。  ５３ページ、１６款県支出金、２項県補助金、

６目土木費補助金、節の住宅費補助金の予算額は、

３００万７，０００円で、新築資金等貸付助成事

業補助金と危険住宅移転促進事業補助金でござい

ます。 

 経費の主な内容のうち、委託料につきましては、

本庁上ノ原住宅水洗化及び浄化槽改修工事設計業

務委託、入来八風住宅共用部分改善工事設計業務

委託、里城山住宅共用部分改善工事設計業務委託

の経費でございます。  同じく、１６款県支出金、３項県委託金、６目

土木費委託金、節の住宅費委託金の予算額は、

２５万２，０００円で、建築物等実態調査委託金、

建築確認申請事務委託金、権限委譲事務委託金で

ございます。 

 負 担 金 は 、 技 術 講 習 会 負 担 金 等 が ３ 万

１，０００円でございます。 

 公営住宅ストック総合改善事業の工事請負費に

つきましては、当初、２５年度で計画していたも

のを、さきの３月補正予算で措置したため、今回

は計上してございません。 

 次に、２１款諸収入、３項貸付金元利収入、

１目貸付金元利収入、節の住宅資金貸付金元利収

入の予算額は、１，７８０万９，０００円で、住

宅資金貸付金元利収入の現年度分と過年度分でご

ざいます。 

 次に、予算調書２０２ページの下の欄をごらん

ください。 

 事項、危険住宅移転促進費は、１，０４２万

１，０００円です。  次に、同じく２１款諸収入、５項雑入、４目雑

入 、 節 の 雑 入 の 予 算 額 は 、 １ ， ７ ９ ９ 万

６，０００円で、市営住宅退去時畳等補修費実費

徴収金の現年度分と過年度分が主なものでござい

ます。 

 内容は、がけ地に近接する危険住宅の移転費用

の一部を補助するための経費でございます。 

 建物除却費補助が４件分の３１２万円、建物建

設費補助が２件分の４８６万円、土地取得費補助

が２件分の１４５万８，０００円、敷地造成補助

が２件分の９７万２，０００円でございます。 

 以上で、歳入予算の説明を終わります。 

 次に、債務負担行為について御説明申し上げま

す。  以上で、歳出予算の説明を終わります。 

 続きまして、歳入予算について御説明申し上げ

ます。 

 予算に関する説明書の９ページをお開きくださ

い。 

 歳入の予算調書５２ページをお開きください。  上から４番目の欄、借上型地域振興住宅事業は、

期間は、平成２６年度から平成４１年度までで、

限度額は４，９５０万円でございます。 

 １４款使用料及び手数料、１項使用料、６目土

木使用料、節の住宅使用料の予算額は、４億

４，６５９万３，０００円でございます。  この事業は、平成２３年３月に策定いたしまし

た薩摩川内市公営住宅等長寿命化計画に従いまし

て、市内１２の地区で地域振興住宅を計３２戸整

備しようとするものでございます。 

 その内訳は、住宅使用料の現年度分及び過年度

分、本庁以下の市営住宅の駐車場使用料及び行政

財産使用料、借上型地域振興住宅使用料、中心市

街地借上型市営住宅使用料などでございます。  ２５年度につきましも、昨年と同様、要望の高

かった地区や新たに要望を出された地区を中心に

ヒアリングを実施し、地元で建設予定地や入居者、

できれば事業者のおおよそのめどが整った地域か

ら順次建設していく予定のものでございます。 

 次に、同じく１４款使用料及び手数料、２項手

数料、６目土木手数料、節の土木手数料の予算額

は、７３６万８，０００円で、建築確認関係の手

数料、住宅使用料や住宅資金貸付金の督促手数料

が主なものでございます。  ２５年度につきましては、２地区各４戸の建設

を予定しているところでございます。  次に、同じく１５款国庫支出金、２項国庫補助

金、６目土木費補助金、節の住宅費補助金の予算

額は、１，５６２万７，０００円です。 

 なお、１戸当りの借り上げ家賃の上限は、月額

６万５，０００円としまして、事業者が民地を借
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地して建設した場合の借地料は、年間９万円を上

限として支出するようにしているところでござい

ます。 

 これは、予算をできる限り有効に使用するため

に措置するものでございます。 

 また、昨年は、戸建て住宅のみを対象としてお

りましたが、今回から分譲マンションや共同住宅、

長屋等につきましても、自分が所有し居住する専

用部分については、対象としたいと考えるところ

でございます。 

 その下の欄、雇用促進住宅購入整備事業は、期

間は、平成２６年度から平成３４年度までで、

７，０８６万６，０００円です。 

 これは、現在、独立行政法人高齢・障害・求職

者雇用支援機構が保有する雇用促進住宅の川内宿

舎と入来宿舎を１０年間の分割で購入するために

設定するものであります。 

 あわせて、現在は居住していなくても、自己所

有の空き家を改修し、みずからが入居する場合に

は、工事完了後に住所変更した住民票の提出を条

件に対象としたいと考えております。  以上で説明を終わります。よろしく御審議賜り

ますようお願い申し上げます。  これらは、昨年の申請の際に照会の多かった事

例や、市民の皆様方からの要望を検討し、制度を

変更するものでございます。 

○委員長（福田俊一郎）お手元に委員会資料が

あるんですけれども、これは説明は求めなくてい

いですか。  今後のスケジュールにつきましては、１４ペー

ジ下の段をごらんください。 ○建築住宅課長（今井裕介）それでは、先ほど

途中に、予算のときに説明いたしました平成

２５年度の既存住宅改修環境整備事業につきまし

て、一部改正する点がございましたので、御説明

申し上げます。 

 各階の詳細な募集要領につきましては、

１５ページになります。 

 第１回募集の募集件数は１５０件、第２回募集

件数は８０件を予定しております。 

 資料につきましては、委員会資料の１４ページ

をごらんください。 

 耐震特別枠につきましては、５件を予定してい

るところでございます。 

 １４ページの最初に、主な改正点についてとい

う欄がございます。そちらの部分から説明させて

いただきます。 

 １６ページをごらんください。 

 先ほど説明した以外の変更点につきまして、御

説明申し上げます。 

 まず、交付の決定方法でございますが、受け付

け順から抽せん方式に変更したいと考えておりま

す。 

 １６ページ、４、補助対象工事等の④をごらん

ください。 

 昨年は対象外としておりましたテラス、ウッド

デッキ、ぬれ縁についても、対象にしてほしいと

の声が多かったので、今回、対象にしたいと思い

ます。 

 これは、昨年、受け付け順ということで、深夜

にもかかわらず多数の方が並ばれたことから、今

回はそのような事態は防止したいということで、

抽せん方式に変更するものでございます。  次は、施工業者の拡大でございます。 

 それから、募集の期間については、工事の完成

期限ごとに２回に分けて募集したいと考えている

ところです。 

 １７ページ（３）の④になります。④を追加し

たいと思います。 

 これは、特に市の指名業者となっている土木業

者からの要望に応えるものでございます。  第１回目の募集は、５月７日から、工期が

１０月３１日までに終わられる方ということで募

集したいと考えております。 

 土木業者として指名願いを申請されている業者

が建築関係の建築業許可も有している場合もあり

ますが、今までの基準では、市の指名を受けてい

ないということで、補助事業の施工業者にはなれ

ませんでした。 

 第２回募集は、７月２９日から、こちらのほう

は工事が翌年の１月３１日までに終わる方という

ふうにしております。 

 また、補助金額につきましては、当初申請のと

きより増額は認めないようにしたいと思います。

減額になった場合には、今までどおり申請額の変

更を行っていただくという形でございます。 

 そのため、今回から建築関係の建設業許可を有

し、民間工事の施工実績もある業者については、

この補助事業の該当者として認めようとするもの

でございます。 
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 続きまして、１７ページの一番下、６、補助金

の額等の（２）の欄をごらんください。 

 耐震改修の特別枠につきましては、昨年は、木

造住宅だけを対象としていたところでございます

が、今回から非木造住宅につきましても対象とな

るように変更しようとするものでございます。 

 それから、続きまして、雇用促進住宅について

御説明申し上げます。 

 雇用促進住宅につきましては、内部改修の費用

につきまして予算措置をお願いしているところで

ございます。 

 住宅内部の改修工事につきましては、畳・ふす

ま等につきましては、高齢・障害・求職者雇用支

援機構のほうで行います。地デジ改修工事も、そ

ちらのほうが全戸、住宅用火災報知機につきまし

ても、そちらのほうが全戸されるということでご

ざいます。 

 ３、（２）市における改修工事というのが、市

が行う工事になります。 

 工事につきましては、件数も多いことから、

２カ年にわかって予算措置しようとするものでご

ざいます。 

 まず、初年度、２５年度につきましては、

３，４７０万円を予算措置しようとするものでご

ざいます。 

 イメージといたしましては、下の四角が載って

いる一番下の図面をごらんください。 

 まず、最初、２５年度につきまして、川内宿舎

の１号棟の１階部分と２階部分を、２号棟につき

ましては、１階部分だけを改修しようとするもの

でございます。 

 入来宿舎のほうにつきましても、同じく２５年

度につきましては、１階部分と２階部分、２号棟

につきましては、１階部分を改修工事を行おうと

するものでございます。 

 翌２６年度につきましては、１号棟の３階部分

と２号棟の２階・３階部分を行い、２カ年で１階

から３階までの全ての階の改修を行おうとするも

のでございます。 

 市が行おうとする改修工事の中身につきまして

は、浴室・トイレ等につきまして、特に水回りで

す。こちらのほうが、既に建築してから相当期間

たっておりますので、その部分について取りかえ

を行う形になります。 

 それから、階段室の手すり設置につきましては、

市のほうで行います。それから、住宅内の電気配

線容量が非常に貧弱でございまして、クーラー等

設置するとブレーカーが落ちるということがござ

いますので、電気容量の増設のための配線工事を

行いたいと思います。 

 まず、２５年度の工事につきましては、平成

２６年１月から３月に実施し、大体４月からの入

居を予定しているところでございます。 

 ２６年度の工事につきましては、予算成立後

５月から７月をめどに工事を完成し、８月から

９月については、入居を開始できるようにしたい

と考えているところでございます。 

 以上で、雇用促進住宅購入についての説明を終

わります。 

 以上です。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（大田黒 博）今の既存住宅の第２年目

の点について説明をいただきましたけれども、初

年度の、２４年度は夜中まで申し込みがあったと

いう、何件ぐらいあったのか、その数字と、少し

経過をもう少し詳しく報告願えませんか。 

○主幹（福島和朗）まず、私のほうから相対的

な募集件数といいますか、交付決定の件数なんで

すけれども、最終的に３８３件ございました。 

 それと、当日なんですけれども、１番目の方が

午前３時ごろから並ばれたということで、８時半

で既に百二、三十名の方が並んでおられました。 

 昨年度につきましては、第１回目を３日間設定

したんですけれども、初日に１９０名ぐらい申し

込みをされております。数字につきましては、申

しわけございません。数字はちょっと今、初日に

１９０名ぐらいということで、２日目、３日目に

つきましては、１桁五、六名ずつという、そうい

う状況でございました。 

 それで、初日に午前３時ぐらいから並ばれて、

整理券を配ったんですけれども、玄関のところで

整理券を配って、申請受け付けのところに、文化

ホールの２階でやったんですけれども、そこまで

がちょっと距離もあって、それと高齢者の方が多

かったものですから、事故も懸念しました。 

 そういうところから、今回は抽せん方式に変え

たいということで提案をさせていただいておりま

す。よろしくお願いします。 
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○委員（大田黒 博）その３８３件の、全てク

リアしたんですかね。 

○主幹（福島和朗）全て審査を行いまして、合

格した分が３８３件になっております。 

 以上です。 

○委員（大田黒 博）全体の数がわかりますか。

募集というか、審査をする前の全体の応募数。 

○建築住宅課長（今井裕介）実際、今回、予算

については、当初よりふやさないということをし

ましたのは、実際、申請があってからいろいろ動

くケースがございます。その中で、実際工事がで

きなかったというのが、昨日までで取り下げをさ

れたのが５件でしたので、今出ました数字プラス

５件が、実際の応募があった件数だったというこ

とでございます。 

 応募があった人の中から５件につきましては、

工事をしないと。それで、大体１００万円ぐらい

の、１件２０万円としたときに、１００万円ぐら

いの不用額が出てしまうんです。 

 ただ、今の段階で不用額が出ても、それを活用

することがなかったので、先ほど制度改正の中で

２回に分けたというのと、それから当初申請額を

増額変更させないというのは、できる限りいただ

いた予算でたくさんの人に工事をしてもらいたい

ということで、勝手に後から動かされると、年度

末になってから使えずに、もう不用額として処理

しなければならないということがあったために制

度改正したということで、あわせてちょっと答弁

させていただきました。 

 以上です。 

○主幹（福島和朗）済みません、補足させてく

ださい。 

 先ほどの数字で、初日に１９２名来ておられま

す。それで、今、委員の御質問の１９２名のうち、

初日の分で１７名の辞退の方がおられます。それ

で、結果的に１８５名になっているんですけれど

も、そのほかに、今、課長が申しました、途中、

最終的に工事ができなくなったとか、そういう形

で辞退される方もおられました。 

 以上です。 

○委員（大田黒 博）確認したかったのは、こ

うして昨年、すごい反響をしながら、やはり夏か

ら以降になって、この評価といいますか、そうい

うものがなされるときに、少しもし応募した中に

網の張りが余りにも厳しいからよというものがあ

りまして、そういうものがこういう数字になって

きているのかなと。 

 ただ、そういう少し幅広い中に改修する方がお

れば、その方々をクリアしようというものの中の

皆さん評価は持っておられたわけですよね。 

 そこの中にそれだけの規制がかかれば、そうい

う態度・言葉になって返ってくるのかなと。これ

は、もう１回目にして、しようがないのかなと思

いながら、ここにさらに改良を加えた応募で２年

目といいますか、２回目の募集をかけるわけです

よね。 

 だから、そこに抽せんによってされる中に、市

民の反響はどうなんだろうかと思うときに、第

１回目のそういうものを踏まえて、市民がどうい

う感覚でこれを待ち望んでいたかを踏まえて、そ

ういう次の正攻法がなきゃいけないだろうと思っ

て、２年目を注目したいなと思っております。 

 ただ、１回目に来られて、３時から、早く行か

ないと先着順だぞという、どういうふうに皆さん

捉えているか。今回、抽せんになって、幅が少し、

皆さんの要望に応じた幅になってくると、それな

りの人気が返ってくるのかもしれませんけれども、

いい、こういう企画立案的なものが少し期待を裏

切ったなというものにならないように、２回目、

２５年度、しっかりやっていただきたいなという

のがありますので、よろしくお願いします。 

 それと、抽せんになれば、やっぱり応募の場所

は本庁でなければいけないのか、支所でも可能な

面があるのか、その辺も含めて、少し猶予はあり

ませんか。 

○建築住宅課長（今井裕介）一応、応募の場所

につきましてから御説明申し上げます。 

 応募の場所につきましては、一応、本庁と、そ

してから甑島４支所という形になっております。 

 要するに、甑島の方はこちらに出てこられるの

は大変だということで、支所のほうにお願いして

いるところでございます。 

 それから、本庁分につきましては、移動につき

まして車が利用できること、それから必ずしも本

人でなくても、建設会社の方でもいいということ。 

 これは、最初は、初日のときに、初回のときに

は、本人１人が１件申請という形にしておりまし

たので、建設会社の方なんかも、会社の職員の方

を総動員されたような事例もございました。 

 ですけれども、今回は日にちを、９日間とか
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１０日間とかとりますので、ですから逆に言いま

すと、御本人さんでなくても、今までは順番でし

たので、御本人さんが持ってきて申請しなければ

ならなかったんですけれども、今度は建設会社の

方がその都度、その都度、持ってこられるように

できますので、ある意味、支所において受け付け

をすると、支所の方、いろんな業務を複数持って

いらっしゃいますので、その間、動きができない

とか、そういうことを考えまして、本土部分につ

きましては、一応、本庁受け付けとさせていただ

いたという形でございます。 

 以上でよろしいですか。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにございますか。 

○委員（上野一誠）本会議でも質問しましたけ

れども、雇用促進住宅の件ですが、やっと一応購

入を決められたということで、川内と入来宿舎と

いうことになります。 

 一応、整備のスケジュールもここに書いてある

んですが、一応、川内・入来含めて、２６年度ま

では両方とも３階までは整備をするということで

理解ができるんですが、４階・５階の整備計画は

ここには示していないんだけれども、入居状況を

見てとなるのか、あるいは当初からこういう計画

をしていくのがあるのか、それはどうですか。 

○建設部長（石澤一美）上野委員が一般質問さ

れたときに、私、最後にちょっとお答えしたんで

すけれども、２５、２６で入居をさせますので、

その状況を見て、その後に対応をやっていきたい

というふうに考えているところでございます。 

○委員（上野一誠）せっかく５階まであります

ので、できたらそういうふうに整備ができるよう

に、入居者の希望があればいいなと逆に思ってい

るんですが、それで一応、これの購入目的は、一

応、市営住宅の老朽化に伴いというのが一つにあ

って、川内もいろいろ老朽化した住宅がある、あ

るいはこの入来地区にもあるんですが、やはりこ

ういう方々が入居しやすい環境を整えるべきだと

思うんですね。 

 聞き取りでも、所得制限のない一般住宅という

ふうにしたいという答弁もあったんですけれども、

結果的には、今、古い住宅は、川内のも見て回っ

たことがあるんですが、結果的に、安否とか、い

ろんな性格から言えば、危険な、余り好ましい状

況にない住宅もありますので、できたらそういう

方々がやっぱりこういうところへ移ってもらって

いったほうがいいような気がするんです。そうい

う方への入居の勧めというか、そういうのはどう

いうふうにお考えですか。 

○主幹（福島和朗）まさしく、今回、この住宅

をしますのは、高齢世帯をできるだけ動かしたい

なということで考えているところでございます。 

 そして、今回につきましては、改装する部分は、

全て１階部分は全部改装しますので、ですから私

どもとしましては、今、いらっしゃる立石住宅と

か、中須・小路住宅、それから池頭住宅とか、非

常に高齢世帯の方がいらっしゃいますので、その

方々に、今回、移動希望されれば、確実に１階部

分を優先的に入居できますという形で御案内して、

そちらのほうへの移動を促進したいというふうに

考えているところでございます。 

 また、それにつきましては、家賃等につきまし

ても、傾斜家賃制度というもので説明をいたした

いと思います。 

 ２ Ｄ Ｋ の 場 合 に は 、 大 体 １ 年 ご と に

１，８００円程度の上昇で、最終的には約１万

５，０００円になっちゃうんですけれども、６年

かけてそこまで追いつくような形ですというよう

な説明も懇切丁寧に行って、できる限り今回購入

しましたときには、移動していただけるようにお

願いする所存です。 

 以上です。 

○委員（上野一誠）それで、今、樋脇、あるい

は八風宿舎ですね、これは今回購入に入らないん

ですが、この取り扱いはどんなふうになりますか。 

○建設部長（石澤一美）入来の八風宿舎と樋脇

の雇用促進住宅については、市としては購入は考

えておりません。 

 したがいまして、機構のほうで、あと民間の方

で取得したいという方がいれば、それを対象に公

募をかけられるというふうに考えております。 

 もし、それで公募がないということであれば、

あとはもう取り壊しということになるのかなとい

うふうに考えています。 

 ただ、我々自治体に対してはかなり優遇された

安いお金での処分ということになるんですけれど

も、民間の業者の方を対象ということになります

と、これがかなり金額的に上がるというふうにお

聞きしておりますので、そういったことで処分さ

れるんじゃないかなというふうに考えています。 

○委員（上野一誠）土地は、支援機構のもので
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すかね。自衛隊のものじゃなかったですかね、土

地そのものは。 

○建設部長（石澤一美）八風宿舎については、

機構の所有だというふうに考えております。 

 樋脇については、区分して、市の部分も少しあ

ったと思います。 

 ただ、今、これはもう分離できるということで

したので、それについては、またお返しいただく

なり、何か措置をとることになるというふうに考

えています。 

○委員（上野一誠）今、樋脇は入っていらっし

ゃらないと思うんですが、八風宿舎はまだ入って

いるんじゃないですかね、どうですか。 

 ２６年の最終が６月３０日ですか、一応、もう

出ていってくださいよという期限が、最初はもう

ちょっと早かったんですけれども、期限で延ばし

て、２６年のたしか６月３０日だったと思ってい

るんですが、それからすると、やっぱり出ていく

方については、余り感情が入っちゃいかんので、

いわば支援機構がもうお金を積んでみんな出てい

ってもらった背景がありますよね、これは。うち

の娘たちも入っていて、結果的にはこっちへ家を

つくるようになったんですが、だからそういう形

で新たにこっちを整備したら、やっぱりそこあた

りのいらっしゃる方への配慮というか、そういう

のもやっぱり少し行政のほうでかかわっていかな

いといけないかもしれませんね。 

○建築住宅課長（今井裕介）これは、川内宿舎

も同様なんですけれども、まだ住んでいらっしゃ

る方もいらっしゃいます。 

 それで、こういう入来の場合には八風にもお住

まいの方がいらっしゃると。これにつきましては、

当然、新しく整備することになります川内宿舎と、

それから入来宿舎のほう、そちらのほうに入居を

あっせんしたいと考えております。 

 以上です。 

○委員（上野一誠）勝目にしても、本当にかな

り入っていらっしゃいましたですね。 

 今度、また新たに整備がされましたので、ぜひ

ひとつ入来宿舎を含めて、十分整備も進めていた

だいて、人口増というか、定住につながるように

努力をしていただきたいというふうに思います。 

 それで、やっぱりできるだけせっかくの整備で

すので、富士通もなくなって、本当に寂しい思い

をしているんですけれども、辛うじてこういう明

るい話題の一つかなと思っているんです。 

 そういう意味では、この購入が生きるように、

せっかく買ったのに、それがもう入らないという

ことにならんように、また十分入居的なことは努

力をお願いしたいと、これは意見・要望としてお

願いしておきます。 

○委員長（福田俊一郎）意見・要望です。 

○委員（小田原勇次郎）今の上野委員の要望に

関連して、今の雇用促進住宅の購入後の利活用策

の中で、基本的な考え方は、部長がおっしゃいま

したように、２５年、２６年の整備をして、利活

用状況を見ながら、４階・５階部分については検

討していきたいということで、了承はいたしまし

た。 

 民間のちまたの中で、いわゆる若者の新規就労

者、若者が早く勤めたときの安い月給の中で、民

間のアパートはなかなか高くて入りきらんという

お声があられます。 

 この住宅の場合は、過疎法の適用で単身者も入

れるというエリアになりますので、３階までは高

齢者に配慮したという利活用策で納得できます。 

 ４階・５階部分の高い部分については、今後は

若い単身者が、まだ勤め人で安いと、給料が。そ

ういう方々も定着できるようなまちづくりの一環

として、若い人たちも入居できるような方向性の

御検討をあわせてお願いできればなというふうに

要望しておきます。 

○建築住宅課長（今井裕介）まさしく、先ほど

甑島におきまして、単身入居のお話をしました。 

 それで、要するに、今、規模規定というものが

ありまして、３部屋以下ということになるので、

もうこれはどういう住宅かと言いますと、早く言

えば集合住宅であったり、宮崎南住宅の、あの長

屋建ての簡平と呼ばれる住宅しかほとんど該当す

るものがないんです。 

 東郷には、フレグランス紅梅という単身用のが

ありますけれども、それ以外、ほとんどもう昔の

古い住宅で、ある意味、そこのところに単身者が

入れないということになって、逆に言いますと、

本土自体においても単身者用の規模の住宅が不足

している状況でございます。 

 ですから、まさしく今、御意見をいただきまし

たとおりに、今回は甑島だけの規模規制を外しま

したけれども、今後、購入いたしましたときには、

また後で雇用促進事業の購入分について規模規制
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を外すなりの方策をとって、あいている４階・

５階については、単身者向けというような活用が

できないか、これから研究させていただきたいと

思います。 

 ですから、やっぱりそういうところは、どうに

か、今、よそにおられる方が帰ってこられるとい

うのも条件としてできるようになったわけですの

で、やっぱりそういうところを啓発して、広報し

ていただきたいということをお願いしておきます。  以上です。 

○委員（小田原勇次郎）済みません、先ほど私、

発言の中で、一部、自分の発言に漏れがありまし

たので、あくまでも民業を圧迫しないという配慮

のもとにということで、発言に追加をさせていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 委員外議員の質疑はありませんか。 

○議員（下園政喜）がけ下移転のことでお伺い

しますが、今、持原委員が言いましたとおり、危

険住宅がもっともっといっぱいあるんですけれど

も、これ、居住してなければ適用しない法律だと

思うんですけれども、田舎に行きますと、いっぱ

いシロアリが入ったような建物が建っておりまし

て、もう既に倒れそうですが、お金がないから壊

さないと。自分の建物だから、壊す、壊さんはで

しょうけれども、そのために台風が来て、非常に

迷惑がかかるんじゃないかなということを懸念す

るんですが、住んでいない人たちの危険住宅の補

助事業なんていうのは考えていらっしゃいません

か。 

 以上です。 

○委員（持原秀行）住宅の部分については、よ

く相談を受けるんですね、市営住宅の関係とかで

すね。やっぱり抽せんで何回も漏れて、もう

１０回落ちたとか、いろいろ聞くんですよ。 

 だから、やっぱりそういう、今、小田原委員も

言われたとおり、本当に就職されたり、結婚され

たりして、民間はちょっと家賃が高いとか、やっ

ぱりそういう生活をしておられる方もおられます

ので、早期の整備を図っていただきたいなという

ことですね。 

○建築住宅課長（今井裕介）がけ地では無理だ

そうです。結局、がけの場合には、その補助事業

では使えないということでございます。 

 それと、この危険住宅促進事業補助金の中で、

２４年度実績はいかがなもんだったのか、ちょっ

と教えてください。 

○主幹（福島和朗）２４年度の実績を申し上げ

ます。 

○議員（下園政喜）実際、がけなんですよ。田

舎の建物は、ほとんどがけです。 

 建設は１件です。それと、除却が２件ございま

した。計３件ございました。 

 建設部長、ほかに持ってくる予算なんていうの

は考えていらっしゃいませんか。 

○委員（持原秀行）前とすれば大分少ないです

ね、申請件数が。 

○建設部長（石澤一美）この問題については、

これは国の補助金が入っておりますので、そうい

った規定というのが明確になっておりますので、

この補助を使って対応するというのは、まず無理

です。該当しません。 

 金利も下がってきているということで、金利分

の補助ですので、やっぱりそれには融資を受けら

れる方の条件とかいろいろあるでしょうけれども、

しかしながらまだ危険住宅があるということで、

今回、新規のこの土地取得造成とか、建設２棟ほ

どしてありますけれども、これはある程度めどが

立っているんでしょうか。 

 今ほど言われた下園議員の話は、あっちこっち

ある空き家住宅の危険住宅があるんですね。それ

が大分古びてきて危険な状態になったときの対応

をどうするのかという問題なんかがありまして、

これについては、ちょっと研究というか、何か市

の条例みたいなやつでそれができないのかという

のをちょっと研究させていただいておりますので、

そこでどこまで対応できるのかというのをちょっ

と勉強させていただきたいと思います。 

○主幹（福島和朗）２５年度分で、今の状況な

んですけれども、除却の希望の方が２件おられま

す。それと、建設が１件、敷地造成が１件、今の

段階で希望の方がおられます。 

○委員（持原秀行）そういう希望もとっておら

れるということと、それから以前、私も言ったと

思うんですが、やはりまだがけ下危険住宅という

のはあると思うんですよ。がけ下・がけ上ですね。 

 ただ、補助を市が出すのが果たしていいのかど

うかという、周りとの平等とか公平性というのを

考えたときに、それがいいのかということなんか
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の議論もちょっとありますので、そこはいろんな

面から検討させていただきたいというふうに思い

ます。 

 資料は、委員会資料２０ページでございます。 

 本市の場合、指定管理者制度の運用指針により

まして、施設を指定管理で委託している場合には、

指定管理期間満了１年前、通常は委託開始後４年

目に、その４年間の管理状況を評価するように定

められております。 

 ただ、補助を適用できるかというのは別にして、

何とか条例が制定できないかというのは研究させ

ていただきたいというふうに思います。 

○建築住宅課長（今井裕介）まさしく、これに

つきましては、空き家の管理条例というものが絡

んでくるのかなと思います。 

 そのため、去る２月２２日に薩摩川内市営住宅

の指定管理者評価を実施したところでございます。 

 評価の対象となります指定管理者は、平野商事

株式会社でございます。  管理条例におきまして、どこのところも所有者

が誰だということを公表することによって、解体

を促進させようということを管理条例で行うわけ

でございます。 

 旧川内市分の市営住宅や一般住宅など、３８団

地、１，２９４戸を管理していただいております。 

 指定期間は、平成２１年４月１日から２６年

３月３１日までの５年間でございます。  ただ、これにつきまして一つ問題がありますの

は、実際、そういう空き家の所有者が地元にいら

っしゃればまだ効果があるんですけれども、よそ

に住んでいらっしゃった場合には、ほとんど表示

しただけでは、よほどのことがない限り、効果が

ないという問題がございます。 

 今回、評価の対象となりますのは、２５年２月

２２日までの管理実績でございます。 

 評価委員は、市営住宅の入居者代表２名、それ

から市営住宅が所在する地区コミュニティ協議会

会長１名、専門家といたしまして、社団法人鹿児

島県建築士会から１名、庁内から建設部長、財産

活用推進課長、建設政策課長代理の７名で評価し

ていただいたところでございます。 

 ですから、それと合わせると、あめとむちじゃ

ないんですけれども、あめの部分、要するに補助

金等についての準備が必要になってくるのかなと

いうことでございます。  採点の結果は、得点率が７３．７１％、

１００点満点の７３．７１点ということになりま

して、おおむねすぐれているとの評価をいただい

たところでございます。 

 行政代執行とかいろいろ手段はあるみたいです

けれども、現実的には、どこまでの建物になった

ら公衆に危険を及ぼすものなのかとかということ

で、行政代執行の規定を盛り込んだところでも、

なかなか現実的には執行できないという問題がご

ざいますので、その解決にいたしましては、でき

る限り条例制定だけではなくて、補助金の部分も

あわせて整備することで将来的に解決していく方

向を目指したいと考えます。 

 評価の際に出されました意見は、４、評価の総

括としてまとめてございます。 

 電話や窓口応対につきましては、「適切」と評

価いただきました。 

 また、管理事務所を平成２３年５月から庁外に

設けたことによりまして、土日・祝祭日も営業が

できるようになったこと、営業時間が市庁舎内に

管理事務所があったときよりも大幅に延長された

点が評価されております。 

 以上です。 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

──────────────  ただ、日常の修繕依頼や苦情などの各種情報の

事務処理について、「検索項目ごとに集計ができ

るように、パソコン等の情報管理の研修の充実を

望む」という意見も出されたところでございます。 

   △所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次に、所管事務調査に

入ります。 

 当局からの報告はありませんか。  以上で報告を終わります。 

○建築住宅課長（今井裕介）所管事務調査、建

築住宅課といたしましては、市営住宅の指定管理

者について、評価委員会で今までの管理状況を評

価いたしましたので、その結果を御報告したいと

思います。 

○委員長（福田俊一郎）ただいまの指定管理者

の評価についても含めて、所管事務に関して質疑

に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（大田黒 博）委員長に確認ですが、今
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まで建築住宅で進めておりました空き家対策が、

建築住宅課が一生懸命されて、空き家対策の状況

等の戸数を把握されて、ずっと来られたわけです

よね。 

 ここで、２５年度から、一応、企画のほうに空

き家バンクという形で移行しましたので、ここの

内容に少し入ってくるんですけれども、本当はこ

こなんですけれども、質問していいのかなと。 

○委員長（福田俊一郎）ちょっと協議会に移し

ます。 

～～～～～～～～～     

午後２時１２分休憩     

～～～～～～～～～     

午後２時１３分開議     

～～～～～～～～～     

○委員長（福田俊一郎）本会議に戻します。 

○委員（大田黒 博）一応、課長以下、皆さん

方が空き家対策を集約して、児童減対策を含めて、

空き家を何とか活用してほしいというものがずっ

と来たわけですよね。 

 そこで、課長が一番御存じなんでしょうけれど

も、もうどうしても、今おられる居住者が、持ち

主が町内にいない、市内にいないというところで、

よそのところの交渉が大変だということで行き詰

まる点があったり、帰ってくればやっぱり水回り

がかかるということで、２００万円から設定され

ようとしたものが２００万円を超えると。その中

で、いろいろ苦慮されたものがありました。 

 その中で、建築住宅課では、少し手狭であるし、

幅が広くなってきたし、次の戦法を踏みたいとな

ると、宅建協会の方々を利用してしたほうがいい

という、こういう判断になったんだろうと思って

おりますけれども、国が空き家対策の政策を打ち

出しましたけれども、全国にそういうものがもう

たくさんあるのかなと思っておりまして、やはり

我々も一昨年から少し空き家対策について各方面

の、そういうものを視察をしながら勉強会を重ね

ながら来たんですけれども、なかなか地域、地域

によってケース・バイ・ケースがありながら、大

変だなと思いながら、やはり宅建協会を取り込ん

でやっておられるところがありました。確かに。 

 その中でも、市の方々がしっかりケースワー

カーとして入っておられるところが、山陰地方も

ありましたし、その辺がこの中では少し見え隠れ、

見えないなというところがあるもんですから、皆

さん方が、課長以下、建築住宅課の方々が企画政

策課に移行する、空き家バンクに移行するときに、

少しそういうものがなかったものか、教えていた

だけませんか。 

○建築住宅課長（今井裕介）確かに、空き家の

問題、特にこれを利活用する問題というのは、非

常に難しいところがございました。 

 まず一つは、地元でないとなかなか情報が取れ

ないということでございます。 

 結局、本庁では、情報がなかなか取りづらいと

いうところがございまして、あくまでもやっぱり

地元に密着したところということで、あるいは当

然、支所の方のほうが私たちよりも情報がわかり

やすいということで、今後、支所の方にもこうい

う部分については協力していただくようにという

ことで、特に祁答院の場合には、昨年から地元地

域振興住宅の建設に際しましても、支所のほうか

らも出てきていただいて、情報共有をしていると

ころでございます。 

 企画との引き継ぎにつきまして、どういうこと

をしたかということでございますけれども、その

部分につきましては、私どものほうで図面の提供

をいたしました。程度のいいものということで、

約９０ぐらいだったと思いますけれども、平面図

と、所有者、それから写真等を撮っておりました

ので、それらの情報を全部提供したところでござ

います。 

 ただ、この中でも、全員が空き家バンクとして

登録していいよということはなかなかおっしゃら

なかった。意外と率は低かったように聞いており

ます。２０ぐらいじゃなかったかなということで、

調査までは認めるんですけれども、それを貸しま

すよというような形での広報はしてくれるなとい

う方が多かったように聞いております。 

 私どもとしましては、できる限り今後も情報提

供を企画のほうには続けていきたいと考えている

ところです。 

 以上です。 

○委員（大田黒 博）部長が先ほど、企画のほ

うにつなぎをするという部長は言っていただきま

したけれども、この空き家バンクの事業について

の企画の宅建協会との図面を見たときに、こうい

うことが書いてあるんですね。 

 登録物件の契約については、宅建業法に規定す

る媒介業務のノウハウを持っていないため、市は

－34－ 



一切関与せず、協定を結ぶ宅建協会、取引協会が

媒介するとなっているんですね。 

 御苦労さまでした。 

────────────── 

 その次の中には、今度は、期待される効果とし

て、市がしっかりこの宅建協会と協定しています

ので安心ですよと、その安心の中に入っているん

ですね。 

   △用地課の審査 

○委員長（福田俊一郎）用地課の審査に入りま

す。 

────────────── 

   △建設部長の概要説明  これをお客さんが見たときに、ユーザーが見た

ときに矛盾するのは当たり前のことであって、そ

のあたりの一つのつながりが、薩摩川内市の今ま

でやっていた市の方々が、建築住宅課なんでしょ

うけれども、その方々が、課長以下一生懸命され

た中に、少し手を離れますよということになって

しまいますので、宅建協会の方々の中に少し市の

ケースワーカーからやっぱり入るような形のもの

を持っていかないと進んでいかないと思いますの

で、写真を提供して、その方々が民間に移ってお

られるというような判断をされれば、もうそれで

少し離れていくような気がするんですよね。 

○委員長（福田俊一郎）まず、当初予算の審査

に先立ち、建設部長に概要説明を求めます。 

○建設部長（石澤一美）それでは、用地課の関

係について御説明をさせていただきます。 

 平成２５年度につきましては、地籍調査事業に

つきましては、祁答院地域の現地調査が終了しま

して、入来地域の現地調査を残すだけとなってお

ります。平成２５年度現地調査終了に向けて取り

組んでまいりたいと考えております。 

 また、あわせまして未登記となっている市道等

に係ります用地について、登記も進めてまいるこ

とにしているところでございます。  まして、地方になりますと、そういうのに市が

入っておれば大丈夫だな、安心だなというのもあ

るわけでして、少し矛盾しているような、この書

き方だと、少し住民の方々が惑われるなと。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

────────────── 

   △議案第５９号 平成２５年度薩摩川内市

一般会計予算 

 ましてや、地元の住宅を提供してもらえる、改

築して提供するんであれば、地元のためになるよ

ねというのが一つの基本のある中の人たちには、

その映りが悪い、映らないなと思っておりますの

で、このやり方は、少し逃げの形を皆さん感じて

おられるんじゃないかなと思っておりますので、

少し入り込んだ、市が入り込んだケースワーカー

がしっかり入っているんですよというような中で

のものにぜひ持っていてほしい、おつなぎをして

ほしい、部長にもそういうつながりを企画のほう

にお願いしてほしいというのをお願いしておきま

すので。意見です。 

○委員長（福田俊一郎）それでは、議案第

５９号一般会計予算について、当局の補足説明を

求めます。 

○用地課長（山之内辰郎）用地課でございます。

よろしくお願いいたします。 

 まず、用地課の歳出について、経費の主な内容

を予算調書で御説明いたします。 

 予算調書の２０３ページをお開き願います。 

 ２款１項１３目地籍調査費のうち、上段に示し

ております事項の地籍調査事務費９，５５６万

７，０００円は、地籍調査業務嘱託員３名の報酬、

一般職員７人の給与のほか、一筆調査協力員の賃

金、地籍調査業務委託費、支援システムリース料

を計上するとともに、国土調査推進協議会の県負

担金、川薩支部負担金を計上いたしております。 

○委員長（福田俊一郎）御意見であります。 

 企画政策課のほうへつないにいただきますよう

にお願いをいたします。 

 ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 次に、下段の用地管理事務費７，０６７万

７，０００円は、登記事務に係る嘱託員１４人の

報酬、一般職員４人の給与のほか、公共嘱託登記

業務委託費を計上いたしました。 

 委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。  用地管理事務においては、新たな用地取得の売

買・補償契約、登記事務のほかに、過去に道路敷 以上で、建築住宅課を終わります。 
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地として取得した土地のうち登記が未処理のもの

の解消に努めているところでございます。 

 次に、委員会資料と予算概要に基づきまして、

用地課の主な事務事業について説明いたします。 

 予算概要のまず１１１ページをお開き願います。 

 地籍調査事業の平成２５年度現地調査につきま

しては、中段に記載してございますけれども、入

来町副田の一部、０．６１平方キロメートルを予

定しておりまして、地籍調査の成果である一筆座

標等を情報化して、境界復元等への活用を図る数

値情報化を９，５７９筆分実施する予定でござい

ます。 

 次に、委員会資料のほうの２１ページからお開

き願いたいのですが、ここで事業内容と地図等を

示しております。 

 入来町副田の一部、２１ページでございますが、

０．６１平方キロメートル、筆数でいきますと、

１，０９０筆になります。 

 入来地区は、２４年度までの進捗率が９８．

９７％でございました。 

 ２５年度で現地調査を完了する予定でおります。 

 それから、本庁のほうで数値情報化の予算を計

上しております。 

 ２２ページのほうをお開きいただきますと、数

値情報化の進捗状況を示しております。 

 ２５年度は、入来地区の３，５３６筆、祁答院

地区の６，０４３筆を予定しておりまして、入来

地区は２７年度に完了予定、祁答院地区は２５年

度で完了予定でございます。 

 ２２ページの地図を見ていただきますと、地籍

調査・現地調査の入来地区の地域を示しておりま

す。 

 それから、２３ページの地図は、数値情報化の

祁答院地区・入来地区の地図でございます。 

 次に、予算概要の１１１ページをお開き願いま

す。 

 １１１ページの下段のほうでございますが、公

共嘱託登記事業、これは過去に道路敷地として取

得したものの分筆と所有権移転登記が未処理のま

まの土地につきまして、公共嘱託登記土地家屋調

査士協会等に委託しまして、分筆測量、登記を行

うものでございまして、２５年度は５０筆を処理

予定しております。 

 未登記の解消につきましては、この委託案件の

ほかにも、分筆測量の必要がないものについて、

登記業務嘱託員とともに年次的に取り組んでおり

ます。 

 課題もありまして、年数経過とともに相続人多

数などの理由によりまして、登記承諾書の取得が

困難な事例もふえている現状にはありますけれど

も、鋭意努力してまいります。 

 以上が、２５年度歳出予算の概要でございます。 

 次に、歳入につきまして、予算調書５４ページ

で御説明いたします。 

 総務手数料収入としまして、地籍成果品交付手

数料５８万５，０００円を計上しております。 

 これは、地籍成果品として管理している一筆座

標、多角点座標を、１件２６０円の手数料で発行

するものでございます。 

 次 に 、 県 補 助 金 の 地 籍 調 査 費 補 助 金

１，７１３万９，０００円を計上いたしました。 

 地籍調査の経費負担の補助制度は、補助対象経

費のうち、国が２分の１、県が４分の１、市町村

４分の１の負担割合でございまして、市町村負担

金のうち８割が特別交付税措置されることになっ

ておりますので、実質負担は５％ということに、

有利な制度となっておりますけれども、一般財源

で賄えます補助対象外経費、主に職員給与でござ

いますけれども、これもかさみますので、早期の

事業完了を図っていきたいというふうに考えてお

ります。 

 以上で、用地課に関する歳入歳出予算の概要説

明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 以上で、議案第５９号平成２５年度薩摩川内市

一般会計予算のうち、本委員会付託分について質

疑が全て終了いたしましたので、これより討論・

採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ
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とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次に、所管事務調査に

入ります。 

 当局から報告はありませんか。 

○用地課長（山之内辰郎）特にありません。 

○委員長（福田俊一郎）これより所管事務に関

して質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（大田黒 博）地籍が終わりまして、そ

の地域が危険区域、あるいは保安林になっている

ところが、持ち主はそのままですよね。その扱い

において、どのぐらいの、どういう規制がかかる

のか、どこで確認できるんですか。 

○用地課長（山之内辰郎）保安林の指定につき

ましては、林務水産課のほうだと思いますけれど

も。 

○建設部長（石澤一美）地籍調査によって境界

等が明確になってくるわけですけれども、この地

籍が終わったからと言って、今まで例えば危険地

に指定されたとか、危険渓流とか、そういうのに

指定されたとか、あるいは保安林の指定を受けて

いるものが変更されるということはございません。

以前からのものを継承するという形ですので、そ

れはそういう状況が続いていくということでござ

います。 

○委員（大田黒 博）それはわかります。 

 だから、その保安林がありますよね。保安林が

あったところに、ここまではどの人の持ち主だと

地籍が終わりましたよ。登録して、この２５年度

でしっかり確定されるわけですよね。 

 そうしたときに、その山の扱いをどのあたりま

でできるか、ここなのか、その保安林のかかった、

その事業をされたところなのか、それを確認する

のはどこですか。 

○建設部長（石澤一美）保安林の担当課は、林

務水産課でございますので、それについては林務

水産課の所管と。 

○委員長（福田俊一郎）よろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。委員外議員、よろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 以上で、用地課を終わります。 

 ここで、協議会に切りかえます。 

～～～～～～～～～     

午後２時３２分休憩     

～～～～～～～～～     

午後２時３８分開議     

～～～～～～～～～     

○委員長（福田俊一郎）ここで、本会議に戻し

ます。 

────────────── 

   △委員会報告書の取扱い 

○委員長（福田俊一郎）以上で、日程の全てを

終わりましたが、委員会報告書の取りまとめにつ

いては、委員長に御一任いただくことに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ありませんので、

そのように取り扱いさせていただきます。 

 ここで、協議会に切りかえます。 

～～～～～～～～～     

午後２時３９分休憩     

～～～～～～～～～     

午後２時４３分開議     

～～～～～～～～～     

○委員長（福田俊一郎）ここで、本会議に戻し

ます。 

────────────── 

   △閉会中の継続調査及び委員派遣 

○委員長（福田俊一郎）閉会中の継続調査及び

委員派遣の取り扱いに関して、お諮りします。 

 資料をお手元に配付いたします。 

 まず、現地視察については、今後、調整が必要

なものもありますので、委員派遣の手続は、正副

委員長に御一任いただきたいと考えております。 

 つきましては、お手元に配付のとおり、閉会中

の継続調査を議長に申し出ることとし、行政視察

などの委員派遣については、その手続を正副委員

長に御一任いただくことで御異議ありませんか。 

（資料は巻末に添付） 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ありませんので、

そのように決定いたしました。 
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────────────── 

   △閉  会 

○委員長（福田俊一郎）以上で、建設水道委員

会を閉会いたします。 

 大変御苦労さまでした。 

御協力ありがとうございました。 
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閉会中の継続調査について 

建 設 水 道 委 員 会 

（調査事項） 

１ 道路整備について 

２ 公園整備について 

３ 河川・港湾整備について 

４ 住宅政策について 

５ 都市計画事業について 

６ 土地区画整理事業について 

７ 地籍調査事業について 

８ 上下水道事業について 

９ 温泉事業について 

10 川内川改修等について 

11 南九州西回り自動車道について 

12 甑島縦貫道について 
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